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(57)【要約】
　生体音情報と測定位置情報とを簡単に対応付けるため
に、端末装置（３０）は、聴診器（１）が取得した生体
音情報と、当該生体音情報の取得位置を示す位置情報と
を対応付ける情報管理部（３５）を備えている。位置情
報は、集音装置に入力された情報であり、音声として端
末装置（３０）に入力される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集音装置が取得した生体音情報と、当該生体音情報の取得位置を示す位置情報とを取得
する取得手段と、
　上記取得手段が取得した生体音情報と上記位置情報とを対応付ける対応付け手段とを備
え、
　上記取得手段は、上記集音装置に入力された音声としての上記位置情報を取得すること
を特徴とする情報管理装置。
【請求項２】
　上記位置情報は、上記生体音情報とともに同一の音情報として取得され、
　上記音情報から、上記位置情報と上記生体音情報とを抽出する抽出手段をさらに備える
ことを特徴とする請求項１に記載の情報管理装置。
【請求項３】
　上記音声を音声認識する音声認識手段をさらに備え、
　上記対応付け手段は、上記生体音情報と、上記音声認識手段によって音声認識された位
置情報とを対応付けることを特徴とする請求項１または２に記載の情報管理装置。
【請求項４】
　上記音声認識手段によって音声認識された位置情報が示す位置が、所定の位置と一致す
るかどうかを判定する判定手段と、
　上記位置情報が示す位置が、上記所定の位置と一致しないと上記判定手段が判定した場
合に、その旨を報知部に報知させる報知制御手段とをさらに備えることを特徴とする請求
項３に記載の情報管理装置。
【請求項５】
　上記位置情報が示す位置が、上記所定の位置と一致しない場合に、その旨を報知する報
知部をさらに備えることを特徴とする請求項４に記載の情報管理装置。
【請求項６】
　測定対象となる生体における、上記集音装置を当接させる所定の位置を示す表示部をさ
らに備えることを特徴とする請求項１から５までのいずれか１項に記載の情報管理装置。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれか１項に記載の情報管理装置を動作させる情報管理プログ
ラムであって、コンピュータを上記各手段として機能させるための情報管理プログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載の情報管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
【請求項９】
　情報管理装置における情報管理方法であって、
　集音装置が取得した生体音情報を取得する第１取得工程と、
　上記生体音情報の取得位置を示す位置情報を、上記集音装置に入力された音声として取
得する第２取得工程と、
　上記第１および第２取得工程において取得した生体音情報と上記位置情報とを対応付け
る対応付け工程とを含むことを特徴とする情報管理方法。
【請求項１０】
　生体音を取得する第１集音部と、
　上記生体音を取得した取得位置を示す位置情報を音声情報として取得する第２集音部と
、
　上記第１集音部が取得した生体音と、上記第２集音部が取得した位置情報とを対応付け
る対応付け手段へ、上記生体音を示す生体音情報および上記位置情報を送信する送信部と
を備えることを特徴とする聴診器。
【請求項１１】
　上記第２集音部は、上記第１集音部とは異なる部材であり、音声の取得に適したもので
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あることを特徴とする請求項１０に記載の聴診器。
【請求項１２】
　請求項１から６までのいずれか１項に記載の情報管理装置と、
　請求項１０または１１に記載の聴診器とを備えることを特徴とする情報管理システム。
【請求項１３】
　聴診器によって採取された生体音情報を管理する情報管理装置において、
　生体音情報を採取される被験者の被験者情報を取得する被験者情報取得手段と、
　聴診器を当てるべき測定位置を示す測定位置情報を１以上含む聴診支援情報を、被験者
情報ごとに複数パターン記憶する聴診支援情報記憶部と、
　上記被験者情報取得手段によって取得された被験者情報に対応する聴診支援情報を上記
聴診支援情報記憶部から選択する聴診支援情報選択手段と、
　上記聴診支援情報選択手段によって選択された聴診支援情報の測定位置情報を映像信号
化して出力する出力制御手段と、
　上記出力制御手段によって出力された測定位置情報のうちの１つを、上記聴診器から採
取された生体音情報に紐付ける情報管理手段とを備え、
　上記情報管理手段は、上記映像信号出力中の特定のイベントの発生を契機に取得した補
助情報に基づいて、１つの測定位置情報を特定することを特徴とする情報管理装置。
【請求項１４】
　上記出力制御手段によって出力された上記映像信号を光学的映像として、ユーザが視認
可能なように投影する投影部を備えていることを特徴とする請求項１３に記載の情報管理
装置。
【請求項１５】
　上記聴診支援情報記憶部は、上記聴診支援情報を、被験者の体格ごとに複数記憶するも
のであり、
　上記被験者情報取得手段は、撮像部が撮像した上記被験者の被験者画像を取得し、
　上記聴診支援情報選択手段は、
　上記被験者画像に基づいて被験者の体格を推定し、推定した体格に対応する聴診支援情
報を選択することを特徴とする請求項１４に記載の情報管理装置。
【請求項１６】
　上記投影部から出力された光学的映像は、上記被験者の体表面上に投影されることを特
徴とする請求項１５に記載の情報管理装置。
【請求項１７】
　上記聴診支援情報において、測定位置情報ごとに測定の順番を示す測定順番情報が付与
されており、
　上記出力制御手段は、各測定位置情報をそれぞれの測定順番情報とともに映像信号化し
、
　上記情報管理手段は、
　上記聴診器から上記生体音情報が受信されたことを契機に、上記映像信号が出力されて
から上記生体音情報が受信された回数を補助情報として取得し、上記回数と上記測定順番
情報とに基づいて、上記生体音情報に紐付ける１つの測定位置情報を特定することを特徴
とする請求項１３から１６までのいずれか１項に記載の情報管理装置。
【請求項１８】
　上記情報管理手段は、
　上記聴診器が生体音情報の採取を開始したこと、または、採取中であることを契機に、
撮像部が撮像した、聴診器が当てられている上記被験者の被験者画像を補助情報として取
得することを特徴とする請求項１３から１６までのいずれか１項に記載の情報管理装置。
【請求項１９】
　上記情報管理手段は、
　上記被験者画像を上記生体音情報に紐付けることを特徴とする請求項１８に記載の情報
管理装置。
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【請求項２０】
　上記情報管理手段は、
　上記被験者画像に写る聴診器の位置に基づいて、映像信号として出力中の聴診支援情報
の中から、上記生体音情報に紐付ける１つの測定位置情報を特定することを特徴とする請
求項１８に記載の情報管理装置。
【請求項２１】
　上記情報管理手段は、
　上記被験者画像に写る聴診器の位置と、映像信号として出力中の聴診支援情報とに基づ
いて測定位置を特定し、特定した測定位置を表す模型画像を生成して、上記生体音情報に
紐付けることを特徴とする請求項１８に記載の情報管理装置。
【請求項２２】
　上記出力制御手段によって出力された上記映像信号を、ユーザが視認可能なように表示
する表示部を備えていることを特徴とする請求項１３から２１までのいずれか１項に記載
の情報管理装置。
【請求項２３】
　聴診器によって採取された生体音情報を管理する情報管理方法であって、
　生体音情報を採取される被験者の被験者情報を取得する被験者情報取得ステップと、
　聴診器を当てるべき測定位置を示す測定位置情報を１以上含む聴診支援情報を、被験者
情報ごとに複数パターン記憶する聴診支援情報記憶部から、上記被験者情報取得ステップ
にて取得された被験者情報に対応する聴診支援情報を選択する聴診支援情報選択ステップ
と、
　上記聴診支援情報選択ステップにて選択された聴診支援情報の測定位置情報を映像信号
化して出力する出力制御ステップと、
　上記出力制御ステップにて出力された測定位置情報のうちの１つを、上記聴診器から採
取された生体音情報に紐付ける情報管理ステップとを備え、
　上記情報管理ステップでは、上記映像信号出力中の特定のイベントの発生を契機に取得
した補助情報に基づいて、１つの測定位置情報を特定することを特徴とする情報管理方法
。
【請求項２４】
　被測定者に対して聴診を実施するための電子聴診器と、
　請求項１３から２２までのいずれか１項に記載の情報管理装置と、
　上記情報管理装置によって出力された、上記電子聴診器を用いて実施された聴診の結果
を示す聴診結果に基づいて、上記被測定者に対して画像撮像処理を実施する画像撮像装置
とを含み、
　上記情報管理装置は、さらに、上記電子聴診器によって採取された生体音情報を解析す
る異常判定手段を備え、
　上記画像撮像装置は、
　　上記異常判定手段が上記生体音情報に基づいて判定した異常の有無と、上記生体音情
報が採取された部位とを少なくとも含む聴診結果を取得する聴診結果取得手段と、
　　上記聴診結果取得手段によって取得された聴診結果に基づいて、異常が有ると判定さ
れた部位を特定する部位特定手段と、
　　上記部位特定手段によって特定された部位に対して、それ以外の部位に対する撮像と
は異なる仕方で撮像を行い、上記被測定者の画像データを取得する撮像制御手段とを備え
ていることを特徴とする、測定システム。
【請求項２５】
　コンピュータを、請求項１３から２２までのいずれか１項に記載の情報管理装置の各手
段として機能させるための制御プログラム。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体音を取得する聴診器、生体音の測定情報（生体音情報）等を管理する情
報管理装置、情報管理システムおよび情報管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　聴診器によって患者の生体音（呼吸音、心音など）を取得する場合、取得した生体音が
、患者の体表面のどの箇所に聴診器を当てたときに得られたものであるのかという位置情
報は重要である。生体音には場所依存性があり、どこに聴診器を当てるかによって得られ
る生体音が異なるからである。
【０００３】
　特許文献１には、取得した聴診音に対応する聴診音信号を１つのファイルとして記録し
、このファイルに対して患者表面における予め設定された各適所を示す適所識別データを
付加することが記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、撮像された患者の画像を見ながら、遠隔地にいる医師が聴診用マイク
ロフォンの配置位置を指示することが記載されている。
【０００５】
　特許文献３には、診療装置に体するユーザの使用状況をカメラによりモニタリングし、
ユーザの行動をグラフィック上にリアルタイムで表現しながら、誤りの訂正を遠隔地から
要求することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００１－３２７４８８号公報（２００１年１
１月２７日公開）」
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開２００８－１１３９３６号公報（２００８年５
月２２日公開）」
【特許文献３】日本国公開特許公報「特表２０１０－５２５３６３号公報（２０１０年７
月２２日公開）」
【特許文献４】日本国公開特許公報「特開２００５－１１１２６０号公報（２００５年４
月２８日公開）」
【特許文献５】日本国公開特許公報「特開２００５－４０１７８号公報（２００５年２月
１７日公開）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、特許文献１に記載の発明では、聴診音の記録の開始および終了を制御するオ
ンオフスイッチによる記録の開始から終了までの間に連続して採取された聴診音に対応す
る聴診音信号を１つのファイルとして記録している。そして、このようにして得られたフ
ァイルに対して、オンオフスイッチにおけるスイッチング動作に応じて、適所識別データ
を付加している。それゆえ、聴診音の記録操作が煩雑になるという問題が生じる。
【０００８】
　特許文献２および３にも、簡単に生体音情報と測定位置情報とを対応付ける構成は開示
されていない。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、簡単に生体音
情報と測定位置情報とを対応付けることができる情報管理装置、情報管理方法、情報管理
システムおよび聴診器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明の一実施形態に係る情報管理装置は、上記の課題を解決するために、
　集音装置が取得した生体音情報と、当該生体音情報の取得位置を示す位置情報とを取得
する取得手段と、
　上記取得手段が取得した生体音情報と上記位置情報とを対応付ける対応付け手段とを備
え、
　上記取得手段は、上記集音装置に入力された音声としての上記位置情報を取得すること
を特徴としている。
【００１１】
　また、本発明の一実施形態に係る情報管理方法は、情報管理装置における情報管理方法
であって、
　集音装置が取得した生体音情報を取得する第１取得工程と、
　上記生体音情報の取得位置を示す位置情報を、上記集音装置に入力された音声として取
得する第２取得工程と、
　上記第１および第２取得工程において取得した生体音情報と上記位置情報とを対応付け
る対応付け工程とを含むことを特徴としている。
【００１２】
　本発明の一実施形態に係る電子聴診器は、
　生体音を取得する第１集音部と、
　上記生体音を取得した取得位置を示す位置情報を音声情報として取得する第２集音部と
、
　上記第１集音部が取得した生体音と、上記第２集音部が取得した位置情報とを対応付け
る対応付け手段へ、上記生体音を示す生体音情報および上記位置情報を送信する送信部と
を備えることを特徴としている。
【００１３】
　本発明に係る情報管理装置は、上記課題を解決するために、聴診器によって採取された
生体音情報を管理する情報管理装置において、生体音情報を採取される被験者の被験者情
報を取得する被験者情報取得手段と、聴診器を当てるべき測定位置を示す測定位置情報を
１以上含む聴診支援情報を、被験者情報ごとに複数パターン記憶する聴診支援情報記憶部
と、上記被験者情報取得手段によって取得された被験者情報に対応する聴診支援情報を上
記聴診支援情報記憶部から選択する聴診支援情報選択手段と、上記聴診支援情報選択手段
によって選択された聴診支援情報の測定位置情報を映像信号化して出力する出力制御手段
と、上記出力制御手段によって出力された測定位置情報のうちの１つを、上記聴診器から
採取された生体音情報に紐付ける情報管理手段とを備え、上記情報管理手段は、上記映像
信号出力中の特定のイベントの発生を契機に取得した補助情報に基づいて、１つの測定位
置情報を特定することを特徴としている。
【００１４】
　本発明に係る情報管理方法は、上記課題を解決するために、聴診器によって採取された
生体音情報を管理する情報管理方法であって、生体音情報を採取される被験者の被験者情
報を取得する被験者情報取得ステップと、聴診器を当てるべき測定位置を示す測定位置情
報を１以上含む聴診支援情報を、被験者情報ごとに複数パターン記憶する聴診支援情報記
憶部から、上記被験者情報取得ステップにて取得された被験者情報に対応する聴診支援情
報を選択する聴診支援情報選択ステップと、上記聴診支援情報選択ステップにて選択され
た聴診支援情報の測定位置情報を映像信号化して出力する出力制御ステップと、上記出力
制御ステップにて出力された測定位置情報のうちの１つを、上記聴診器から採取された生
体音情報に紐付ける情報管理ステップとを備え、上記情報管理ステップでは、上記映像信
号出力中の特定のイベントの発生を契機に取得した補助情報に基づいて、１つの測定位置
情報を特定することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１５】
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　以上の構成により、本発明は、位置情報の入力にかかるユーザの負担を低減できるとと
もに、位置情報を入力するための入力装置を別途設ける必要性をなくすことができるとい
う効果を奏する。
【００１６】
　また、以上の構成により、本発明は、煩雑な操作が必要となる特殊な装置を用いずに、
電子聴診器を用いた測定を操作者に行わせるとともに、採取された生体音情報とその測定
位置情報との紐付けを容易に行えるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態である生体音測定システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態である生体音測定システムの概要を示す図である。
【図３】上記生体音測定システムに含まれる聴診器が備えるチェストピースの構成の一例
を示す断面図である。
【図４】生体音情報と位置情報とを対応付ける対応付けテーブルの一例を示す図である。
【図５】上記生体音測定システムにおける処理の流れの一例を示すフローチャートである
。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、上記生体音測定システムに含まれる端末装置が備える表示部
に表示される画面の一例を示す図である。
【図７】本発明の他の実施形態における情報管理装置の要部構成を示す機能ブロック図で
ある。
【図８】本発明の他の実施形態における聴診システムの概要を示す図である。
【図９】本発明の他の実施形態における情報管理装置のハードウェア構成を示すブロック
図である。
【図１０】情報管理装置の撮像部が撮像した患者のライブビュー画像の一例を示す図であ
る。
【図１１】情報管理装置の聴診支援情報記憶部に記憶されている聴診支援情報データベー
スのデータ構造の具体例を示す図である。
【図１２】情報管理装置の聴診支援情報記憶部に記憶されている聴診支援情報の具体例を
示す図である。
【図１３】情報管理装置の出力制御部が生成した投影画像の具体例を示す図である。
【図１４】患者の実際の体に投影画像を投影させる使用形態を説明する図である。
【図１５】患者の実際の体に投影画像を投影させる使用形態を説明する図である。
【図１６】患者の実際の体に投影画像を投影させる使用形態を説明する図である。
【図１７】情報管理装置の生体音情報記憶部に記憶される測定位置情報と生体音情報との
具体例を示す図である。
【図１８】情報管理装置が実施する情報管理処理の流れを示すフローチャートである。
【図１９】撮影する範囲を変更するように通知するための画面を情報管理装置の表示部に
表示した例を示す図である。
【図２０】情報管理装置の出力制御部が生成した投影画像の他の具体例を示す図である。
【図２１】本発明の他の実施形態における電子聴診器の外観を示す図である。
【図２２】本発明のさらに他の実施形態における情報管理装置の要部構成を示す機能ブロ
ック図である。
【図２３】情報管理装置の撮像部が撮影した聴診時の患者画像の具体例を示す図である。
【図２４】情報管理装置の測定位置情報生成部によって生成された、測定位置を示す模型
画像の具体例を示す図である。
【図２５】測定システムの概要、および、測定システムを構成する画像撮像装置の要部構
成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　≪実施形態１≫
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　本発明の実施の一形態について図１～図６に基づいて説明すれば、以下のとおりである
。
【００１９】
　（生体音測定システム１００の概要）
　まず、本発明の一実施形態である生体音測定システム（情報管理システム）１００の概
要について、図２を参照しつつ説明する。
【００２０】
　図２は、生体音測定システム１００の概要を示す図である。図２に示すように、生体音
測定システム１００には、聴診器（電子聴診器、集音装置）１および端末装置（情報管理
装置）３０が含まれている。
【００２１】
　聴診器１のチェストピース２を、測定対象である被験者（生体）５０の胸部などに当て
ることにより、被験者５０の生体音を取得できる。生体音の種類は、特に限定されず、例
えば、心音、呼吸音、腸音である。取得した生体音は、生体音情報として端末装置３０に
送信され、端末装置３０において管理される。
【００２２】
　生体音を取得するときに、聴診器１のユーザ（操作者）は、チェストピース２を当てた
測定位置（取得位置）または測定部位（取得部位）を発声し、聴診器１を介して音声入力
する。こうして入力された音声情報としての測定位置情報は、端末装置３０へ送信される
。そして、端末装置３０によって、生体音情報と測定位置情報とが対応付けられて記録さ
れる。
【００２３】
　聴診器１のユーザは、自身が測定位置を発声するだけで、生体音情報と位置情報とを対
応付けることができる。
【００２４】
　本発明において、生体音情報と位置情報との組は、１つであってもよいし、複数であっ
てもよい。少なくとも１つの生体音情報に関して、その生体音情報が取得された位置を特
定することができればよい。
【００２５】
　（聴診器１の構成）
　図１は、生体音測定システム１００の構成を示す図である。図１に示すように、聴診器
１は、チェストピース２、ケーブル３、イヤホン４を備えている。
【００２６】
　チェストピース２は、生体５０の表面に当接し、当該生体内部から発せられる生体音を
取得する集音部である。また、このチェストピース２は、聴診器１のユーザが発する音声
を取得する集音部としても機能する。
【００２７】
　チェストピース２によって取得された生体音は、電気信号としてケーブル３を介してイ
ヤホン４に伝達され、イヤホン４によって生体音が音響信号に変換される。
【００２８】
　（チェストピース２）
　図３は、チェストピース２の構成の一例を示す断面図である。図３に示すように、チェ
ストピース２は、ダイアフラム面（第１集音部）２１、振動センサ（第１集音部）２２、
マイクロフォン（第２集音部）２３、デジタル信号変換部２４、通信部（送信部）２５を
備えている。マイクロフォン２３、デジタル信号変換部２４および通信部２５は、基板２
６の上に設けられている。
【００２９】
　なお、チェストピース２は、各部に電力を供給するバッテリーを備えているが、本発明
の特徴点とは関係ないため、当該バッテリーを図示していない。
【００３０】



(9) JP WO2013/089072 A1 2013.6.20

10

20

30

40

50

　（ダイアフラム面２１）
　ダイアフラム面２１は、被験者５０が呼吸などを行うことにより生体音を発すると、こ
の生体音の波長に合わせて微小振動する。このダイアフラム面２１の微小振動は、大気を
介して振動センサ２２に伝搬される。
【００３１】
　（振動センサ２２）
　振動センサ２２は、ダイアフラム面２１の微小振動を検出し、検出した微小振動を電気
信号に変換する。図３に示す例では、振動センサ２２として圧電振動板を有するセンサを
用いている。この圧電振動板は、圧電セラミックス（上側）と金属板（下側）との２層か
らなっている。より詳細には、圧電セラミックスは、２層の電極によって挟まれているが
、図３では、当該電極は省略されている。なお、振動センサ２２の構成は、図３に示すも
のに限定されない。
【００３２】
　振動センサ２２は、高周波の音（例えば、１ｋＨｚを超える音）をカットするフィルタ
ー（ローパスフィルター）を備えていてもよい。ほとんどの生体音は、１ｋＨｚ以下の周
波数を有しているため、１ｋＨｚを超える音をカットすることにより、ノイズの少ない生
体音を取得することができる。
【００３３】
　振動センサ２２が生成した電気信号は、ケーブル３を介してイヤホン４に伝達されると
ともに、デジタル信号変換部２４へ出力される。
【００３４】
　なお、本実施形態では、ユーザの音声を振動センサ２２によって検出する構成も想定さ
れている。音声は、通常、１ｋＨｚを超える周波数を有しているため、上述のローパスフ
ィルターによって当該音声の一部がカットされる。しかし、完全にカットされるわけでは
ないため、当該音声を取得することは可能である。
【００３５】
　また、音声がカットされることを避けるために、上述のローパスフィルターを設けない
構成にしてもよい。
【００３６】
　（マイクロフォン２３）
　マイクロフォン２３は、測定位置情報としてのユーザの音声を取得するための専用の集
音装置である。ユーザの音声は、上述のようにダイアフラム面２１および振動センサ２２
を用いて取得してもよいが、ユーザの音声をより確実に取得するために、振動センサ２２
とは別にマイクロフォン２３を設けてもよい。
【００３７】
　振動センサ２２等によってユーザの音声および生体音を取得する場合には、後述するよ
うに、音声認識のために、音声と生体音とを分離することが好ましい状況が生じ得る。こ
れに対して、マイクロフォン２３によって音声を取得する場合には、音声のみを取得でき
るため、音声の解析精度を高める目的で生体音を分離する必要がなくなる。
【００３８】
　また、振動センサ２２等によって音声を取得する場合には、生体内を伝搬した音声を取
得することになるが、マイクロフォン２３を用いる場合には、大気中を伝搬した音声を取
得できる。そのため、マイクロフォン２３を用いる方が、よりクリアな音声を取得できる
。
【００３９】
　（デジタル信号変換部２４）
　デジタル信号変換部２４は、振動センサ２２が変換した電気信号をデジタル信号に変換
し、生体音情報および測定位置情報として通信部２５へ出力する。
【００４０】
　マイクロフォン２３でユーザの音声（すなわち、測定位置情報）を取得する場合には、
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デジタル信号変換部２４は、マイクロフォン２３から出力された電気信号についてもデジ
タル信号に変換し、測定位置情報として通信部２５へ出力する。
【００４１】
　デジタル信号変換部２４は、生体音情報および測定位置情報を所定のファイル形式の音
データに変換してもよい。上記ファイル形式として、例えば、ＭＰ３、ＷＡＶ、ＭＭＡ、
ＭＰ２、ＡＣ３、ＯＧＧ、ＲＡ、ＡＡＣを挙げることができる。
【００４２】
　（通信部２５）
　通信部２５は、デジタル信号変換部２４から出力された生体音情報および測定位置情報
を端末装置３０の通信部３１へ送信する送信部として機能する。
【００４３】
　また、端末装置３０を介して聴診器１の設定条件等を変更できるように、通信部２５が
受信部としての機能を有していてもよい。
【００４４】
　（端末装置３０の構成）
　端末装置３０は、聴診器１によって取得された生体情報および測定位置情報を管理する
装置である。この端末装置３０は、例えば、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、
ＰＤＡ（personal digital assistant）であるが、特に限定されない。
【００４５】
　図１に示すように、端末装置３０は、通信部３１、主制御部（取得手段）３７、格納部
（記憶部）３８、表示部（報知部）３９、スピーカ（報知部）４０を備えている。
【００４６】
　通信部３１は、聴診器１との情報の送受信を行うものであり、特に、聴診器１から生体
情報および測定位置情報を受信する受信部として機能する。
【００４７】
　格納部３８は、主制御部３７が実行する（１）各部の制御プログラム、（２）ＯＳプロ
グラム、（３）アプリケーションプログラム、および、（４）これらプログラムを実行す
るときに読み出す各種データを記録するものである。格納部３８は、ハードディスク、フ
ラッシュメモリなどの不揮発性の記憶装置によって構成される。特に、格納部３８は、通
信部３１が受信した生体情報および測定位置情報を格納する。
【００４８】
　表示部３９は、例えば、液晶ディスプレイであり、生体情報および測定位置情報を管理
するための画面、聴診器１のユーザに所定の測定位置を示すための画面、聴診器１のユー
ザに対してエラーメッセージを示すための画面などを表示する。
【００４９】
　スピーカ４０は、聴診器１のユーザに対して測定位置が誤っていることを報知するため
の警告音などを出力する。
【００５０】
　（主制御部３７）
　主制御部３７は、端末装置３０の制御を行うものであり、特に、生体情報と測定位置情
報とを取得する取得手段として機能する。この主制御部３７は、取得した生体情報と測定
位置情報とを対応付けて管理するとともに、ユーザが発声した測定位置が、予め定められ
た測定位置と一致しているかどうかを判定する。
【００５１】
　図１に示すように、主制御部３７は、情報分離部（抽出手段）３２、音声認識部（音声
認識手段）３３、位置情報判定部（判定手段）３４、情報管理部（対応付け手段）３５、
出力制御部（報知制御手段）３６を備えている。
【００５２】
　（情報分離部３２）
　情報分離部３２は、通信部３１が測定位置情報を生体音情報とともに同一の音データと
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して受信する場合に、その音データに含まれる音を、測定位置情報としての音と生体音情
報としての音とに分離する。換言すれば、情報分離部３２は、上記音データから、測定位
置情報と生体音情報とを別々に抽出する。この場合、情報分離部３２は、測定位置情報お
よび生体音情報を取得する取得手段として機能すると見なすこともできる。
【００５３】
　情報分離部３２は、例えば、測定位置情報を示す音声と生体音とが含まれている音デー
タ（混合音情報）を高速フーリエ変換（ＦＦＴ）し、１ｋＨｚ以下の周波数を有している
音（生体音）と、１ｋＨｚより高い周波数を有している音（音声）とに分離する。つまり
、情報分離部３２は、所定の周波数を境として、上記音データに含まれる音の情報を二分
する。そして、情報分離部３２は、生体音を含む生体音データファイルと、音声を含む音
声データファイルとを生成する。データファイルの形式は、上述したものでよく、特に限
定されない。音声情報は、測定位置を表現した音声を含むため、測定位置情報であると言
える。
【００５４】
　情報分離部３２によって生成された生体音データファイルは、情報管理部３５へ出力さ
れ、音声データファイル（すなわち、測定位置情報）は、音声認識部３３へ出力される。
【００５５】
　生体音データファイルと音声データファイルとの対応関係を明確にするために、情報分
離部３２は、同一の音データファイルから生成された生体音データファイルおよび音声デ
ータファイルに対して、両者が対応関係にあることを示すファイル名を付与してもよい。
【００５６】
　（音声認識部３３）
　音声認識部３３は、情報分離部３２によって生成された音声データファイルが示す音声
（測定位置情報）を音声認識する。具体的には、音声認識部３３は、音声データファイル
が示す音声を解析することにより、音声によって表されている測定位置情報を、文字また
は数字、もしくはその組み合わせ（以下、文字等と表現する）に変換する。そして、音声
認識部３３は、文字等として表現された測定位置情報を情報管理部３５および位置情報判
定部３４へ出力する。
【００５７】
　音声認識部３３における音声認識の方法は、特に限定されない。例えば、音声に含まれ
る全ての語句を認識してもよく、音声に含まれる所定の語句のみを認識してもよい。
【００５８】
　（位置情報判定部３４）
　位置情報判定部３４は、音声認識部３３から出力された測定位置情報が示す測定位置と
、その時点で測定位置として指定されている測定位置とを比較する。両者が一致しないと
判定すると、位置情報判定部３４は、その旨を示す不一致情報を出力制御部３６へ出力す
る。
【００５９】
　聴診器１のユーザが、予め定められた測定位置を誤認識し、測定位置を発声することが
ある。例えば、被験者の胸を模した画像に対して測定位置が示されている場合には、示さ
れている位置が、向かって右側なのか被験者から見て右側なのかをユーザが誤認識する場
合が想定される。
【００６０】
　このような場合でも、位置情報判定部３４を設けることにより、予め定められた測定位
置をユーザが誤認識したまま測定を続ける可能性を低減できる。
【００６１】
　（出力制御部３６）
　出力制御部３６は、表示部３９およびスピーカ４０を制御するものである。特に、出力
制御部３６は、位置情報判定部３４から不一致情報を受信した場合に、測定位置が間違っ
ている旨のメッセージを表示部３９に表示するとともに、警告音をスピーカ４０から出力
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する。
【００６２】
　（情報管理部３５）
　情報管理部３５は、情報分離部３２によって分離された生体音情報と測定位置情報とを
対応づけて管理する。
【００６３】
　具体的には、情報管理部３５は、生体音情報の識別子（例えば、ファイル名）と、音声
情報としての測定位置情報の識別子（例えば、ファイル名）とを対応付けたテーブル（対
応付けテーブル）を作成し、当該対応付けテーブルを格納部３８に格納する。
【００６４】
　または、情報管理部３５は、生体音情報の識別子と、音声認識部３３によって音声認識
された文字または数字としての測定位置情報とを対応付けてもよい。
【００６５】
　図４は、対応付けテーブルの一例を示す図である。図４に示す例では、予め指定された
測定位置（右上など）と、実際に測定された測定位置（図４では「測定部位」と表記）（
右上など）と、音データ（生体音情報）の識別子（Ｎｏ．１２３など）と、被験者の識別
子などとが対応付けられている。被験者が一人の場合も想定されるため、対応付けテーブ
ルによって、少なくとも生体音情報と測定位置情報とが対応付けられていればよい。
【００６６】
　なお、生体音情報が振動センサ２２等によって取得され、音声情報がマイクロフォン２
３によって取得される構成では、マイクロフォン２３から出力される音声情報を測定位置
情報として扱えばよいため、情報分離部３２を設ける必要は必ずしもない。この場合、マ
イクロフォン２３から出力される音声情報は、情報分離部３２を介さずに音声認識部３３
に入力されればよい。また、生体音情報は、情報分離部３２を介さずに情報管理部３５に
入力されてもよい。
【００６７】
　これらの構成では、情報管理部３５は、生体音情報を取得する取得手段として機能し、
音声認識部３３は、測定位置情報を取得する取得手段として機能すると見なすこともでき
る。
【００６８】
　（生体音測定システム１００における処理の流れ）
　次に、生体音測定システム１００における処理の流れの一例について、図５および図６
を参照しつつ説明する。図５は、生体音測定システム１００における処理の流れの一例を
示すフローチャートである。図６は、表示部３９に表示される画面の一例を示す図である
。ここでは、聴診器１のユーザが測定位置の発声を行った後に、生体音を測定する場合の
処理の流れについて説明する。
【００６９】
　まず、表示部３９に、予め指定された測定位置が表示される（Ｓ１）。ある時点で、ど
の測定位置を選択すべきかについては、主制御部３７が、格納部３８に予め格納されてい
る測定位置に関する情報に基づいて判断する。この主制御部３７の判断に従って、出力制
御部３６は、測定位置の表示制御を行う。複数の測定位置には、測定順序が決められてお
り、所定の順序に従って測定位置の選択が行われる。
【００７０】
　図６の（ａ）に示す例では、画像４１において、１番目から６番目までの測定位置が、
模式的に描かれた人体像に重ねて表示され、そのうち、１番目の測定位置が強調表示され
ている。また、１番目の測定位置を表現した文言（「前胸部　右上」）が画像４２として
表示されている。
【００７１】
　次に、聴診器１のユーザは、チェストピース２に向けて、１番目の測定位置を特定する
情報（測定位置情報）を発声する。例えば、聴診器１のユーザは、「右上」、「１番」な
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どと発声する。この音声は、振動センサ２２によって電気信号に変換され、デジタル信号
変換部２４によってデジタル信号に変換された後、音声情報として通信部２５によって端
末装置３０の通信部３１へ送信される。または、上記音声は、マイクロフォン２３によっ
て取得され、デジタル信号変換部２４によってデジタル信号に変換された後、音声情報と
して通信部２５によって通信部３１へ送信される。
【００７２】
　通信部３１によって受信された音声情報は、主制御部３７に入力され（第１取得工程）
（Ｓ２）、音声認識部３３へ出力される。そして、音声認識部３３は、音声情報が示す音
声の認識を行う（Ｓ３）。本例では、生体音情報の取得に先立って、測定位置情報が取得
されるため、情報分離部３２は必ずしも必要ではない。
【００７３】
　聴診しながら、測定位置を発声する場合には、生体音情報と測定位置情報とが同時に（
ひとつの音声データとして）取得されるため、両者を分離することが好ましい。この場合
、生体音情報と測定位置情報とを含む混合音情報が情報分離部３２に入力される。情報分
離部３２は、上述したように、混合音情報を生体音情報と測定位置情報とに分離し、生体
音情報を情報管理部３５へ出力し、測定位置情報を音声認識部３３へ出力する。
【００７４】
　音声認識部３３は、音声認識の結果（文字または数字としての測定位置情報）を情報管
理部３５および位置情報判定部３４へ出力する。
【００７５】
　位置情報判定部３４は、取得した測定位置情報が示す測定位置と、その時点で選択され
ている測定位置とが一致しているかどうかを判定する（Ｓ４）。
【００７６】
　両者が一致していると位置情報判定部３４が判定した場合（Ｓ４にてＹＥＳ）、録音ボ
タン４４がユーザによって押されたことを契機として、生体音の測定および録音が開始さ
れる（Ｓ５）。聴診器１によって取得された生体音情報は、通信部３１へ送信され、主制
御部３７に入力される（第２取得工程）。その生体音情報は、情報分離部３２を介して、
または直接、情報管理部３５へ出力される。
【００７７】
　生体音情報を受け取ると、情報管理部３５は、先に受け取った測定位置情報と、当該生
体音情報とを対応づけるための対応付けテーブルを作成し、作成した対応付けテーブルを
、生体音情報および測定位置情報とともに格納部３８に格納する（Ｓ６）（対応付け工程
）。
【００７８】
　また、出力制御部３６は、測定された生体音の波形を、画像４３として表示部３９にお
いて表示する。
【００７９】
　そして、主制御部３７は、次の測定位置が予め指定されているかどうかを、格納部３８
に予め格納されている測定位置に関する情報に基づいて判定する（Ｓ７）。
【００８０】
　次の測定位置が指定されている場合（Ｓ７にて、ＹＥＳ）、出力制御部３６は、図６の
（ｂ）に示すように、２番目の測定位置を画像４１において強調表示し、２番目の測定位
置を表現した文言（「前胸部　右中」）を画像４６として表示する。
【００８１】
　また、２番目の測定位置における生体音情報が取得されると、出力制御部３６は、２番
目の生体音の波形を、画像４７として表示部３９に表示する。
【００８２】
　一方、測定位置情報が示す測定位置と、その時点で選択されている測定位置とが一致し
ていないと位置情報判定部３４が判定した場合（Ｓ４にてＮＯ）、位置情報判定部３４は
、その旨を示す不一致情報を出力制御部３６へ出力する。
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【００８３】
　出力制御部３６は、不一致情報を受信すると、図６の（ｃ）に示すように、測定位置が
間違っている旨のメッセージ４８を表示部３９に表示するとともに、警告音をスピーカ４
０から出力する（Ｓ８）。
【００８４】
　そして、正しい測定位置を示す測定位置情報が音声入力されるまで待機する（Ｓ２に戻
る）。
【００８５】
　そして、主制御部３７は、予め定められた全ての測定位置における測定が終了したと判
定すると（Ｓ７にてＮＯ）、一連の処理を終了する。
【００８６】
　なお、再生ボタン４５は、格納部３８に格納された生体音情報を再生するためのボタン
である。
【００８７】
　（変更例）
　（生体音情報と測定位置情報との取得順序の変更例）
　端末装置３０は、生体音情報を取得した後に、測定位置情報を取得してもかまわない。
この場合、両者の対応関係を明確にするために、生体音情報が聴診器１において取得され
てから後の所定の時間内に取得された測定位置情報を、先に取得された生体音情報に対応
する測定位置情報であると認識する設定にすればよい。生体音情報または測定位置情報が
聴診器１において取得された時点とは、例えば、生体音情報または測定位置情報が、聴診
器１が備える一時記憶メモリ（記憶部）にバッファされた時点である。
【００８８】
　または、通信部２５によって生体音情報が送信されてから（または、通信部３１によっ
て生体音情報が受信されてから）後の所定の時間内に送信（または受信）された測定位置
情報を、先に取得された生体音情報に対応する測定位置情報であると認識する設定にして
もよい。
【００８９】
　このような構成を実現するために、情報管理部３５は、生体音情報および測定位置情報
の取得（または、送信または受信）時刻を管理し、生体音情報および測定位置情報の取得
（または、送信または受信）の時間的な関係から両者の対応関係を判定する。そのために
、生体音情報および測定位置情報には、取得（または、送信または受信）時刻を示す時刻
情報が付加される。または、生体音情報および測定位置情報とその時刻情報との対応関係
がテーブル等によって示されてもよい。
【００９０】
　測定位置情報を取得した後に、生体音情報を取得する場合にも同様のことが言える。す
なわち、測定位置情報が聴診器１において取得されてから後の所定の時間内に取得された
生体音情報を、先に取得された測定位置情報に対応する生体音情報であると認識する設定
にすればよい。または、通信部２５によって測定位置情報が送信されてから（または、通
信部３１によって測定位置情報が受信されてから）後の所定の時間内に送信（または受信
）された生体音情報を、先に取得された測定位置情報に対応する生体音情報であると認識
する設定にしてもよい。
【００９１】
　このように、生体音情報と、測定位置情報とを別々のファイルとして送受信する場合に
は、なんらかの方法で両者の対応関係を判定することが好ましい。
【００９２】
　これに対して、生体音情報と、測定位置情報とを同一のファイルとして送受信する場合
には、両者の対応関係は明白であり、音ファイルの受信時に両者の対応関係を判定する必
要はなくなる。この観点から、生体音情報と、測定位置情報とを同一のファイルとして送
受信することが好ましい。そのため、マイクロフォン２３で取得した音声（測定位置情報
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）と、振動センサ２２で取得した生体音とを１つの音データファイルに含めた後に通信部
３１へ送信してもよい。
【００９３】
　（聴診器１が通信部２５を備えていない構成）
　また、聴診器１が通信部２５を備えている必要は必ずしもない。聴診器１が生体音情報
および測定位置情報を記憶可能な不揮発性の格納部を備えており、聴診器１の格納部から
端末装置３０の格納部３８へデータの移動が可能な構成にしてもよい。この場合、主制御
部３７は、格納部３８から生体音情報および測定位置情報を取得する。
【００９４】
　この構成では、聴診器１が少なくとも情報管理部３５に相当する機能を有し、生体音情
報と測定位置情報との対応付けが行われることが好ましい。または、聴診器１が主制御部
３７と同様の機能を有していてもよい。
【００９５】
　（ノイズキャンセリングを行う構成）
　また、生体音情報と、測定位置情報とを別々に取得する（同時には取得しない）場合に
、マイクロフォン２３によって取得した雑音を、振動センサ２２等によって取得した生体
音に含まれるノイズを打ち消すために用いてもよい。すなわち、マイクロフォン２３によ
って取得したノイズの逆位相の音をデジタル回路またはアナログ回路において発生させ、
発声させた信号を生体音の信号に重ね合わせることで、生体音に含まれるノイズを減衰さ
せる。このような回路構成を聴診器１が備えていてもよい。
【００９６】
　（端末装置３０の構成の変更例）
　端末装置３０をサーバとして実現してもよい。この場合には、聴診器１のユーザの近傍
に配置可能な第２端末装置を設け、この第２端末装置に出力制御部３６、表示部３９およ
びスピーカ４０を含めることが好ましい。測定位置を指定する情報および上述の不一致情
報は、サーバとしての端末装置３０から第２端末装置へ送信されればよい。
【００９７】
　（生体音測定システム１００の効果）
　生体音測定システム１００では、ユーザは、聴診器１を介して測定位置情報を入力する
ことができる。それゆえ、キーボードなど、文字入力するためのインターフェースを用意
する必要がなく、聴診器ひとつで、生体音と測定位置情報とを対応付けることができる。
この構成は、医師等が設備の整っていない遠隔地へ赴いたときなどに特に有用である。
【００９８】
　また、聴診器は、それ自体がもともと集音器であるため、測定位置情報を入力するため
の音声入力装置を別途設ける必要が必ずしもない。そのため、簡単な構成で測定位置情報
を取得することができる。
【００９９】
　特に、生体音情報と測定位置情報とを同一の音データとして取得する構成では、生体音
情報と測定位置情報との対応関係は明確であり、生体音情報と測定位置情報とを対応付け
て管理することが容易にできる。
【０１００】
　≪実施形態２≫
　本発明に係る他の実施形態について説明する。
【０１０１】
　〔背景技術〕
　従来、生体（患者、被験者）から生体音（呼吸音、心音など）を採取し、その採取した
生体音をデジタル信号（生体音情報）として記録可能な電子聴診器が普及している。電子
聴診器によって生体音情報が電子的に記録されることにより、医師が患者に対して聴診器
を使ってその場で診断を行うといった従来の診断形態とは異なる、多様な診断形態を実現
することが可能になっている。例えば、患者および電子聴診器の操作者とは離れた場所に
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いる医師が、採取された生体音情報を受信して、遠隔地から診断を行うことが可能である
。また、採取され記録された生体音情報を後日聞き直すことができるので、医師は、採取
日の異なる生体音情報を聞き比べることが可能である。
【０１０２】
　上述の診断形態を実現するために、電子聴診器に関して様々な技術が存在する。
【０１０３】
　特許文献１には、患者疑似画像上に適所の位置および記録順序を示す適所マークを示し
た画像が表示された状態で、看護婦等に聴診器を用いて生体音を採取させる聴診システム
が開示されている。この聴診システムは、取得した聴診音に対応する聴診音信号を１つの
ファイルとして記録し、このファイルに対して患者表面における予め設定された各適所を
示す適所識別データを付加する。
【０１０４】
　特許文献３には、撮影した患者の身体の映像または摸写グラフィック上に、聴診器を当
てるべき標準診療位置の記号を重ね合わせて医療サービスウィンドウを通じてユーザに知
らせる遠隔医療診断システムが開示されている。
【０１０５】
　特許文献４には、聴診器が当てられている測定位置をデジタルカメラで撮像した画像か
ら認識し、認識された測定位置情報が正しいか否かを撮影者に確認させる診察システムが
開示されている。この診察システムでは、認識された測定位置が正しいときに聴診音を採
取することにより、測定位置情報を自動取得する。
【０１０６】
　〔発明の概要〕
　　〔発明が解決しようとする課題〕
　電子聴診器によって患者の生体音を取得する場合、取得した生体音が、患者の体表面の
どの箇所に電子聴診器を当てたときに得られたものであるのかを示す測定位置情報は重要
である。生体音には場所依存性があり、どこに電子聴診器を当てるかによって得られる生
体音が異なるからである。上述したとおり、医師が遠隔地にいたり、採取日とは別の日に
聴診したりする診断形態においては、生体音情報を測定位置情報とともに管理することが
特に重要である。つまり、電子聴診器で取得される生体音情報は、その取得時の患者の測
定位置と相関がなければ、意味のない情報となる。
【０１０７】
　特許文献１のシステムでは、１ファイルについて所定の適所識別データを紐付けるため
に、電子聴診器の操作者が、各適所について予め定められた約束事を覚えて聴診しなけれ
ばならない。あるいは、オンオフスイッチによる記録の開始から終了までの間に連続して
採取された聴診音が１ファイルとして取り扱われ、その度に、測定位置に関する情報を操
作者が指定しなければならない。このように、特許文献１のシステムでは、操作者にとっ
て、聴診音の記録操作が煩雑になるという問題がある。
【０１０８】
　特許文献３には、生体音情報と測定位置情報とを対応付ける構成は開示されていない。
【０１０９】
　特許文献４のシステムでは、専用の眼鏡レンズを備えた特殊な医用デジタルカメラが必
要となり、操作者（例えば、医師）が、この医用デジタルカメラを操作して聴診の様子を
撮影し、測定位置の適否を確認し、聴診を行うということをすべて行わなければならなか
った。このシステムでは、上述のとおり特殊な装置が必要となる上、操作者にとっては、
操作が煩わしく、聴診に集中できないという問題がある。
【０１１０】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、煩雑な操作が必要
となる特殊な装置を用いずに、電子聴診器を用いた測定を操作者に行わせるとともに、採
取された生体音情報とその測定位置情報との紐付けを容易にする情報管理装置、情報管理
方法、制御プログラム、および、記録媒体を実現することにある。



(17) JP WO2013/089072 A1 2013.6.20

10

20

30

40

50

【０１１１】
　　〔発明を実施するための形態〕
　〔実施形態２－１〕
　本発明の情報管理装置に関する実施形態について、図７～図２１に基づいて説明すると
以下の通りである。
【０１１２】
　以下で説明する実施形態では、一例として、本発明の情報管理装置を、聴診システムに
導入した場合について説明する。聴診システムとは、ここでは、被験者の生体音を電子聴
診器にて取得し、取得された電子データすなわち生体音情報を本発明の情報管理装置によ
って管理して、被験者の診療に利用することを可能にするシステムである。ここでは、電
子聴診器によって診察を受ける被験者を患者と称する。本実施形態では被験者（患者）は
ヒトを想定しているが、ヒト以外のあらゆる生体を被験者（患者）とする聴診システムも
本発明の範疇に入る。
【０１１３】
　また、本発明の情報管理装置は、上述の例に限定されず、診療以外の目的で生体から生
体音情報を取得し、利用することが可能な他のあらゆるシステムに導入し得るものである
。
【０１１４】
　〔聴診システムの概要〕
　図８は、本発明の実施形態における聴診システムの概要を示す図である。図８に示すと
おり、聴診システム１２００は、少なくとも、操作者Ｕが患者Ｐの生体音を採取する（す
なわち聴診する）ための電子聴診器１００３と、操作者Ｕが聴診時に使用する情報管理装
置１１００とを含んで構築される。
【０１１５】
　操作者Ｕは、患者Ｐを診療する診療現場１００１に居合わせて、電子聴診器１００３を
はじめとする各種機器を利用して、診療現場１００１にて患者Ｐの診療を行う。各種機器
には、例えば、酸素飽和度計、心電計、血圧計、体温計、動脈硬化度計、血管健康度計な
どが含まれていてもよい。
【０１１６】
　情報管理装置１１００と電子聴診器１００３とは、無線または有線にて、互いに通信可
能に接続されている。操作者Ｕは、情報管理装置１１００を操作して、患者Ｐの診療の際
に必要となる情報、例えば、患者Ｐに関する情報、または、診療手順に関する情報などを
読み出し、参照することができる。また、操作者Ｕは、電子聴診器１００３から採取した
生体音情報を情報管理装置１１００にて管理することができる。
【０１１７】
　情報管理装置１１００は、操作者Ｕが保有している携帯性にすぐれた情報処理端末装置
、または、診療現場１００１に設置されるデスクトップ型のパーソナルコンピュータ（Ｐ
Ｃ）などによって実現される。図８に示す例では、一例として、本発明の情報管理装置１
１００は、スマートフォンなどの多機能携帯通信端末によって実現されている。
【０１１８】
　もし、操作者Ｕが、医師として専門的な知識、技能、および、権限を有している場合に
は、操作者Ｕは、電子聴診器１００３および情報管理装置１１００を用いて患者Ｐを診察
して、病状について最終的な診断を下して治療にあたってもよい。このように、電子聴診
器１００３と、情報管理装置１１００とを含む聴診システムも本発明の範疇に入る。
【０１１９】
　あるいは、図８に示す聴診システム１２００も本発明の範疇に入る。すなわち、聴診シ
ステム１２００は、診療現場１００１において、電子聴診器１００３および情報管理装置
１１００を含み、遠隔地のサポートセンター１００２において、管理サーバ１００４を含
んで構築されてもよい。この場合、情報管理装置１１００と管理サーバ１００４とは、イ
ンターネットなどの通信網１００５を介して互いに通信可能に接続されている。



(18) JP WO2013/089072 A1 2013.6.20

10

20

30

40

50

【０１２０】
　具体的には、以下のとおりである。操作者Ｕは、医師ほどの高度な知識、技能および権
限を有してはいないが、あるいは、専門外の診療であるが、専門の医師の指導の下に、電
子聴診器１００３および情報管理装置１１００を操作して、診療現場１００１にて即時に
、簡便な診察および治療を行う技能を持ち合わせている場合が考えられる。この場合、聴
診システム１２００の診療現場１００１において、高度看護師（ＮＰ；Nurse Practition
er）またはその他の医療従事者である操作者Ｕによって操作される電子聴診器１００３お
よび情報管理装置１１００が設けられる。そして、診療現場１００１から離れた場所にあ
るサポートセンター１００２において、当該聴診システム１２００において管理する各患
者の電子カルテを管理する管理サーバ１００４が設けられる。サポートセンター１００２
では、専門的な知識および技能を有する医師Ｄが駐在しており、図示しない情報処理端末
装置または電話などの通信機器を用いて、操作者Ｕに対し指導を行い、操作者Ｕの診療を
支援することができる。また、操作者Ｕが電子聴診器１００３を用いて患者Ｐから直接採
取した生体音情報は、情報管理装置１１００を介して管理サーバ１００４に格納される。
医師Ｄは、管理サーバ１００４にアクセスして、遠隔地にいる患者Ｐの生体音情報を取得
し、診察および治療の指南を行うことができる。操作者Ｕは、医師Ｄの指導の下、簡便な
処置を行ったり、診療現場１００１にて対応できない場合には、対応可能なその他の連携
病院を紹介したりすることができる。
【０１２１】
　既に述べたとおり、電子聴診器１００３から採取された生体音情報は、患者Ｐの体表面
上のどの測定位置から採取されたものであるのかを示す測定位置情報とともに管理される
必要がある。特に、遠隔地にいる医師Ｄが適切な診察を行う場合、あるいは、診療日とは
別の日に患者Ｐの電子カルテを閲覧する場合には、生体音情報と測定位置情報との紐付け
は必要不可欠である。
【０１２２】
　本実施形態では、スマートフォンで実現された情報管理装置１１００が、生体音情報と
測定位置情報との紐付けを実行し、患者Ｐの情報を適切に管理する。
【０１２３】
　次に、この情報管理装置１１００の構成および動作について詳細に説明する。
【０１２４】
　〔情報管理装置のハードウェア構成〕
　図９は、本実施形態における情報管理装置１１００のハードウェア構成を示すブロック
図である。情報管理装置１１００は、図９に示すとおり、少なくとも、制御部１０１０、
入力部１０１１または操作部１０１３、表示部１０１２または投影部１０１４、無線通信
部１０１６、撮像部１０１７および記憶部１０１９を備えている。さらに、情報管理装置
１１００は、スマートフォンとして本来備わっている機能を実現するために、通信部１０
１５および音声入力部１０１８、ならびに、図示しない、外部インターフェース、音声出
力部、通話処理部、放送受像部（チューナ・復調部など）、ＧＰＳおよびセンサ（加速度
センサ、傾きセンサなど）など、スマートフォンが標準的に備えている各種部品を備えて
いてもよい。
【０１２５】
　なお、本実施形態では、情報管理装置１１００はスマートフォンであるので、ここでは
、入力部１０１１および表示部１０１２は、一体に形成されタッチパネルを構成している
。情報管理装置１１００が、ＰＣなどで実現されている場合には、表示部１０１２は、液
晶表示モニタで、また、入力部１０１１の代わりに操作部１０１３がキーボードおよびマ
ウスなどで実現されていればよい。
【０１２６】
　入力部１０１１は、ユーザが情報管理装置１１００を操作するための指示信号を、タッ
チパネルを介して入力するためのものである。入力部１０１１は、指示体（指またはペン
など）の接触を受け付けるタッチ面と、指示体とタッチ面との間の接触／非接触（接近／
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非接近）、および、その接触（接近）位置を検知するためのタッチセンサとで構成されて
いる。タッチセンサは、指示体とタッチ面との接触／非接触を検知できればどのようなセ
ンサで実現されていてもかまわない。例えば、圧力センサ、静電容量センサ、光センサな
どで実現される。
【０１２７】
　表示部１０１２は、情報管理装置１１００が管理する情報を表示したり、ユーザが情報
管理装置１１００を操作するための操作画面をＧＵＩ（Graphical User Interface）画面
として表示したりするものである。表示部１０１２は、例えば、ＬＣＤ（液晶ディスプレ
イ）などの表示装置で実現される。
【０１２８】
　操作部１０１３は、ユーザが情報管理装置１１００に指示信号を直接入力するためのも
のである。例えば、操作部１０１３は、ボタン、スイッチ、キー、ジョグダイアルなどの
適宜の入力機構で実現される。例えば、操作部１０１３は、情報管理装置１１００の電源
のオン／オフを行うスイッチ、または、投影部１０１４から出力される投影画像の拡大／
縮小を調整するダイヤルなどである。
【０１２９】
　投影部１０１４は、制御部１０１０により処理され出力された映像信号を受信し光学的
映像として拡大投影するものであり、いわゆるプロジェクタである。プロジェクタは、情
報管理装置１１００に内蔵されていてもよい。あるいは、プロジェクタは、情報管理装置
１１００と別体の装置として実現されてもよく、この場合、情報管理装置１１００から上
記別体のプロジェクタは、有線または無線で接続され、映像信号が送受信される。
【０１３０】
　通信部１０１５は、通信網を介して外部の装置と通信を行うものである。ここでは、通
信部１０１５は、通信網１００５を介して、サポートセンター１００２の管理サーバ１０
０４（または医師Ｄの図示しない情報端末装置）に接続し、情報管理装置１１００と管理
サーバ１００４との間でのデータの送受信を実現する。さらに、情報管理装置１１００が
、スマートフォンなどの携帯電話である場合には、通信部１０１５は、携帯電話回線網を
介して、音声通話データ、電子メールデータなどを、他の装置との間で送受信することが
できる。
【０１３１】
　無線通信部１０１６は、無線で外部の装置と通信を行うものである。ここでは、無線通
信部１０１６は、電子聴診器１００３と無線通信を行って、電子聴診器１００３が採取し
た生体音がデジタル信号化された生体音情報を電子聴診器１００３から受信する。
【０１３２】
　無線通信部１０１６は、特に限定されないが、ＩｒＤＡ、ＩｒＳＳなどの赤外線通信、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信、ＷｉＦｉ通信、非接触型ＩＣカードのいずれかの
無線通信手段を実現するものであってもよいし、これらの手段を複数実現するものであっ
てもよい。
【０１３３】
　なお、電子聴診器１００３と情報管理装置１１００とが有線で通信する場合には、無線
通信部１０１６の構成は必須ではない。
【０１３４】
　撮像部１０１７は、静止画または動画を撮像するものであり、レンズおよび撮像素子な
どを含む適宜の撮像機構で構成される。例えば、撮像部１０１７は、ＣＣＤ（Charge Cou
pled Devices）カメラまたはＣＭＯＳ（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor）カ
メラなどで実現されるが、その他の撮像装置を撮像部１０１７として用いてもよい。
【０１３５】
　音声入力部１０１８は、情報管理装置１１００外部で発生した音声の入力を受け付ける
ものであり、マイク等により実現される。音声入力部１０１８を介して入力された音声は
、音声認識されて、情報管理装置１１００に対する指示信号に変換されてもよい。
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【０１３６】
　記憶部１０１９は、（１）情報管理装置１１００の制御部１０１０が実行する制御プロ
グラム、（２）制御部１０１０が実行するＯＳプログラム、（３）制御部１０１０が、情
報管理装置１１００が有する各種機能を実行するためのアプリケーションプログラム、お
よび、（４）該アプリケーションプログラムを実行するときに読み出す各種データを記憶
するものである。あるいは、（５）制御部１０１０が各種機能を実行する過程で演算に使
用するデータおよび演算結果等を記憶するものである。例えば、上記の（１）～（４）の
データは、ＲＯＭ（read only memory）、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭ（Erasable Pro
grammable ROM）、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）（Electrically EPROM）、ＨＤＤ（Hard Di
sc Drive）などの不揮発性記憶装置に記憶される。例えば、上記の（５）のデータは、Ｒ
ＡＭ（Random Access Memory）などの揮発性記憶装置に記憶される。どのデータをどの記
憶装置に記憶するのかについては、情報管理装置１１００の使用目的、利便性、コスト、
物理的な制約などから適宜決定される。例えば、患者Ｐの生体音情報は、不揮発性記憶装
置にて実現された記憶部１０１９に保存される。また、撮像部１０１７によって撮像され
たライブビュー画像は揮発性記憶装置にて実現された記憶部１０１９に一時的に保存され
る。
【０１３７】
　制御部１０１０は、情報管理装置１１００が備える各部を統括制御するものである。制
御部１０１０は、例えば、ＣＰＵ（central processing unit）などで実現され、情報管
理装置１１００が備える機能は、制御部１０１０としてのＣＰＵが、ＲＯＭなどに記憶さ
れているプログラムを、ＲＡＭなどに読み出して実行することで実現される。制御部１０
１０が実現する各種機能（特に、情報管理機能）については、別図を参照しながら、以下
に詳述する。
【０１３８】
　〔情報管理装置の機能構成〕
　図７は、本実施形態における情報管理装置１１００の要部構成を示す機能ブロック図で
ある。
【０１３９】
　図７に示すとおり、情報管理装置１１００の制御部１０１０は、機能ブロックとして、
患者情報取得部１０２０、聴診支援情報選択部１０２１、出力制御部１０２２、イベント
検知部１０２３、生体音情報取得部１０２４および情報管理部１０２５を備えている。
【０１４０】
　上述した制御部１０１０の各機能ブロックは、ＣＰＵ（central processing unit）等
が、ＲＯＭ（read only memory）、ＮＶＲＡＭ（non-Volatile random access memory）
等で実現された記憶装置（記憶部１０１９）に記憶されているプログラムをＲＡＭ（rand
om access memory）等に読み出して実行することで実現できる。
【０１４１】
　また、記憶部１０１９は、制御部１０１０の上記の各部が、聴診システムにおける情報
管理機能を実行する際に、データの読み出しまたは書き込みを行うための記憶部である。
具体的には、記憶部１０１９は、少なくとも、聴診支援情報記憶部１０３０を含んでいる
。さらに、記憶部１０１９は、生体音情報記憶部１０３１を含んでいてもよい。
【０１４２】
　患者情報取得部１０２０は、自装置に入力される、患者に関するあらゆる情報を取得す
るものである。患者に関するあらゆる情報（以下、単に、患者情報と称する）は、撮像部
１０１７によって撮像された患者の静止画および動画、入力部１０１１を介して入力され
た患者の情報、操作部１０１３を介して入力された患者の情報、および、音声入力部１０
１８を介して入力された患者に関する情報を発言した音声または患者自身の声の少なくと
もいずれかを含む。
【０１４３】
　患者情報取得部１０２０によって取得された患者情報（被験者情報）は聴診支援情報選
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択部１０２１に供給される。そして、患者情報は、最適な聴診支援情報を選択するために
、聴診支援情報選択部１０２１によって参照される。
【０１４４】
　聴診支援情報選択部１０２１は、上記患者情報に基づいて、患者に合った聴診支援情報
を選択するものである。聴診支援情報は、操作者Ｕが聴診を行う際に参照する情報であり
、操作者Ｕが患者に応じて適切な聴診を実施できるように、少なくとも、測定位置情報（
患者の体表面のどの位置に聴診器を当てるかを示す情報）を含んでいる。聴診支援情報は
、さらに、聴診の手順、聴診時の注意事項など、操作者Ｕが聴診を行う際に役立つ様々な
情報を含んでいてもよい。患者によって、最適な聴診の内容は、様々であると考えられる
。特に、測定位置情報は、患者属性（特に、体格）に左右されると考えられる。上記患者
情報が取得されるとこれに基づいて患者属性が情報管理装置１１００において把握される
。聴診支援情報選択部１０２１は、患者属性に応じて、その患者にとって最適な聴診が実
施されるように有益な情報を含んでいる聴診支援情報を選択する。例えば、聴診支援情報
選択部１０２１は、患者の体格合った測定位置情報を示す聴診支援情報を選択することが
できる。なお、聴診支援情報は、聴診支援情報記憶部１０３０に、想定される患者属性ご
とに何パターンかあらかじめ格納されているものである。
【０１４５】
　出力制御部１０２２は、聴診支援情報選択部１０２１によって選択された聴診支援情報
を映像信号に変えて、該映像信号を映像信号出力部に出力するものである。映像信号出力
部とは、映像信号を処理して操作者Ｕに視認可能に表示することが可能な適宜の出力装置
である。例えば、表示部１０１２および投影部１０１４は、映像信号出力部に含まれる。
すなわち、出力制御部１０２２は、聴診支援情報を、表示部１０１２に出力して表示させ
たり、投影部１０１４に出力してスクリーンなどに投影させたりすることができる。操作
者Ｕは、表示部１０１２またはスクリーンに表示された聴診支援情報を参照し、その患者
に合った聴診を実施することができる。
【０１４６】
　イベント検知部１０２３は、情報管理装置１１００の各部を監視して、情報管理装置１
１００に起こるイベントを検知するものである。本実施形態では、イベント検知部１０２
３は、特定の条件を満たすイベントを検知した場合に、その特定のイベントが発生した旨
を情報管理部１０２５に通知する。イベント検知部１０２３が検知するイベントは、第１
に、情報管理部１０２５が生体音情報を生体音情報記憶部１０３１に格納するためのトリ
ガとなるものである。例えば、イベント検知部１０２３によって検知されるイベントとし
ては、撮像部１０１７が特定の画像を撮像した、入力部１０１１を介して特定の指示信号
が入力された、操作部１０１３を介して特定の指示信号が入力された、音声入力部１０１
８を介して特定の音声信号が入力された、通信部１０１５を介して特定の情報が入力され
た、および、無線通信部１０１６を介して特定の情報が入力された、などが想定される。
あるいは、イベント検知部１０２３が検知するイベントは、第２に、情報管理部１０２５
が、上記生体音情報が採取された測定位置を特定するためのトリガとなるものである。例
えば、情報管理部１０２５は、上記特定の画像に含まれている、測定位置を特定するため
の情報を抽出したり、上記特定の指示信号、音声信号または情報は聴診開始から何回目に
入力されたものであるのかを判断したりして、測定位置を特定することができる。ここで
は、測定位置を特定するために必要な補助となる情報を補助情報と称する。
【０１４７】
　生体音情報取得部１０２４は、無線通信部１０１６を制御して、無線通信部１０１６が
受信した患者の生体音情報を取得するものである。生体音情報取得部１０２４は、必要に
応じて、生体音情報のデータ形式を、情報管理部１０２５が扱うことができる形式に変換
したり、生体音情報を受信したときに付与されているヘッダ情報などを情報管理部１０２
５が認識可能な形式に変換したり、適宜の情報処理を行ってもよい。
【０１４８】
　情報管理部１０２５は、取得された生体音情報を管理するものであり、特に、生体音情
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報を測定位置情報と紐付けるものである。具体的には、情報管理部１０２５は、生体音情
報取得部１０２４によって取得された生体音情報について、当該生体音情報が患者体表面
上のどの位置で採取された音情報であるのかを特定する。そして、情報管理部１０２５は
、その測定位置を示す測定位置情報を当該生体音情報に関連付けて、生体音情報記憶部１
０３１に記憶する。なお、生体音情報記憶部１０３１は、一時的かつ不揮発的に生体音情
報を記憶するものであってもよい。この場合、生体音情報記憶部１０３１に記憶された生
体音情報は、適宜のタイミングで、図示しない情報転送制御部（情報転送制御手段）によ
って、外部記憶装置に転送されたり、図８に示す管理サーバ１００４に転送されたりする
。
【０１４９】
　情報管理部１０２５は、出力制御部１０２２によって聴診支援情報が出力されている間
、その聴診支援情報にしたがって聴診が実施されているものと認識することができる。具
体的には、聴診支援情報には測定位置情報が含まれているため、情報管理部１０２５は、
出力されている聴診支援情報の測定位置情報のいずれかが示す位置で、上記生体音情報が
採取されたと把握することができる。さらに、情報管理部１０２５は、上述のとおり、イ
ベント検知部１０２３によって検知された特定のイベントの発生を把握することにより、
測定位置を特定することができる。
【０１５０】
　つまり、情報管理部１０２５は、選択されて出力されている聴診支援情報の内容と、上
記聴診支援情報出力中に検知された特定のイベントの発生をトリガに取得した情報とに基
づいて、電子聴診器から採取された生体音情報の測定位置情報を特定して、該生体音情報
と該測定位置情報とを紐付けることが可能となる。
【０１５１】
　上記構成によれば、ＰＣまたはスマートフォンなどの広く普及した装置によって実現さ
れた情報管理装置１１００において、聴診支援情報選択部１０２１が、患者属性に応じた
聴診支援情報を選択する。出力制御部１０２２は、それを操作者Ｕに視認可能に表示する
。一方、情報管理部１０２５は、出力中の聴診支援情報と、聴診支援情報出力中に発生し
た特定のイベントを契機として取得した情報とに基づいて、取得された生体音情報の測定
位置を特定する。情報管理部１０２５は、取得した生体音情報と測定位置情報とを紐付け
て生体音情報記憶部１０３１に記憶することができる。
【０１５２】
　結果として、本発明の情報管理装置によれば、煩雑な操作が必要となる特殊な装置を用
いずに、電子聴診器を用いた測定を操作者に行わせるとともに、採取された生体音情報と
その測定位置情報との紐付けを容易に行うことが可能となる。
【０１５３】
　〔プロジェクタを用いた情報管理機能〕
　本実施形態では、情報管理装置１１００は、投影部１０１４（プロジェクタ機能）およ
び撮像部１０１７を備えた装置（スマートフォンなど）で実現されている。このような情
報管理装置１１００を用いて、本発明の情報管理機能を実現すれば、上述した効果に加え
てさらに多くの有利な点を享受することができる。以下では、情報管理装置１１００の撮
像部１０１７および投影部１０１４（プロジェクタ機能）を利用して、聴診システム１２
００を実現する場合について、具体例を用いて説明する。
【０１５４】
　本実施形態では、患者情報取得部１０２０は、患者情報を撮像部１０１７によって撮像
されたライブビュー画像として取得する。例えば、操作者Ｕが情報管理装置１１００を操
作して、聴診アプリケーションを選択すると、撮像部１０１７が起動され、撮像部１０１
７は、患者の撮像を開始する。操作者Ｕは、患者Ｐが撮像部１０１７の撮影範囲に収まる
ように情報管理装置１１００を適切な位置に設置するだけでよい。上記構成によれば、操
作者Ｕは、患者情報を手入力する必要がなくなり、煩雑な操作をさらに削減できる効果が
ある。
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【０１５５】
　図１０は、撮像部１０１７が撮像した患者Ｐのライブビュー画像の一例を示す図である
。患者画像１０４０は、患者Ｐの前面を撮像した画像であり、患者画像１０４１は、患者
Ｐの背面を撮像した画像である。操作者Ｕは、患者Ｐの前面を聴診したい場合には、情報
管理装置１１００をつかって患者Ｐの前面を撮影する。
【０１５６】
　本実施形態では、患者情報取得部１０２０は、撮像部１０１７から逐次供給されるライ
ブビュー画像を取得して聴診支援情報選択部１０２１に供給する。このライブビュー画像
は、情報管理装置１１００の表示部１０１２に表示されてもよい。
【０１５７】
　本実施形態では、聴診支援情報選択部１０２１は、図示しない画像認識処理部（画像認
識処理手段）を制御することにより、画像認識機能を有している。これにより、患者属性
として、患者の体格を把握することができる。より具体的には、聴診支援情報選択部１０
２１は、患者情報取得部１０２０によって取得されたライブビュー画像に対して画像認識
処理を実行する。そして、ライブビュー画像から検出される特徴部分を抽出する。どのよ
うな特徴部分を検出するのかはあらかじめ画像認識機能において定義されている。本実施
形態では例えば、患者の体の形全体を把握するために、首、肩、腕、脇、腰のラインを特
徴部分として抽出してもよい。上記ラインの抽出は、公知のエッジ検出技術などが適用さ
れる。
【０１５８】
　なお、所定の規則にしたがった環境で患者Ｐを撮影することが好ましい。所定の規則と
は、例えば、患者を必ず黒い（肌色が映える背景色であれば何色でもよい）ボードの前に
立たせて、胸部Ｘ線撮影を行うときのように、腕を左右に広げさせる（手すりを握らせる
）と決めておくなどである。このような規則にしたがって撮影された患者画像を画像認識
すれば、聴診支援情報選択部１０２１は、誤認識することなく、患者の首、肩、腕、脇、
腰などのラインを特徴部分としてより正確に抽出することが可能となる。
【０１５９】
　操作者Ｕは、患者を撮影するにあたって、事前に、患者の前面を診るのか、背面を診る
のかを情報管理装置１１００に対して入力指定する場合が考えられる。この場合、聴診支
援情報選択部１０２１は、前面が指定された場合には、鎖骨、肋骨、乳首、臍など、人の
上半身前面の特徴的な部位を特徴部分として抽出することも可能である。聴診支援情報選
択部１０２１は、背面が指定された場合には、肩甲骨、背筋など、人の上半身背面の特徴
的な部位を特徴部分として抽出することも可能である。これにより、検出するべき特徴部
分があらかじめ制限されるので、画像認識処理の負荷を軽減することができる。
【０１６０】
　あるいは、聴診支援情報選択部１０２１は、ライブビュー画像に対して、事前に定義さ
れているすべての特徴部分の検出を行って、その検出結果に基づいて、聴診支援情報選択
部１０２１が、その患者画像が、前面を撮ったものであるのか背面を撮ったものであるの
か判断してもよい。例えば、聴診支援情報選択部１０２１は、乳首と臍とが検出されたこ
とに基づいて、図１０の患者画像１０４０を前面の画像であると判断してもよい。あるい
は、聴診支援情報選択部１０２１は、患者の顔が認識されるのか、患者の頭髪色または肌
色のほぼ単一色の頭部が認識されるのかに応じて、前面か背面かを判断してもよい。この
ように聴診支援情報選択部１０２１が、患者画像から前面か背面かを判断することにより
、操作者Ｕが前面か背面かを手入力によって指定する必要がなくなるので、煩雑な操作を
さらに削減できる効果がある。
【０１６１】
　次に、聴診支援情報選択部１０２１は、抽出した特徴部分の位置関係（特徴部分の距離
）、および、撮像部１０１７と被写体（ここでは、患者Ｐ）との距離に基づいて、患者の
体格を推定する。
【０１６２】
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　例えば、聴診支援情報選択部１０２１は、患者前面の患者画像１０４０から、両乳首お
よび臍の３点を頂点とする三角形の大きさ、および、撮像部１０１７と被写体との距離に
基づいて、患者Ｐの胴体の大きさとその縦横比、および、身長などを推定することができ
る。
【０１６３】
　以上の画像認識処理によって、聴診支援情報選択部１０２１は、患者属性を推定する。
例えば、聴診支援情報選択部１０２１は、患者画像１０４０に写る患者Ｐの属性について
、（１）前面、（２）身長：１５０～１７０ｃｍ、（３）体型：標準、と３つの項目を決
定する。
【０１６４】
　なお、本実施形態では、聴診支援情報選択部１０２１は、患者情報取得部１０２０によ
って取得されたライブビュー画像を画像認識する構成であったが、撮像部１０１７が撮像
した静止画である患者画像を処理する構成であってもよい。ただし、撮像部１０１７によ
って撮影された画像がデータとして残るということに患者が不快に感じることも十分考え
られる。また、このような個人情報の取り扱いには、最新の注意を払わなければならない
。よって、患者の心情に配慮して、装置に患者画像のデータが恒久的に残らないように、
ライブビュー画像を取得するだけの構成とするか、あるいは、使用後不要になった患者画
像のデータは直ちに削除されるように、情報管理装置１１００を構成する必要がある。
【０１６５】
　続いて、聴診支援情報選択部１０２１は、決定した患者属性に基づいて、その属性に合
う聴診支援情報を選択する。本実施形態では、聴診支援情報記憶部１０３０には、患者の
向き（前面か背面か）、および、患者の体格に応じて、いくつかの聴診支援情報が記憶さ
れている。聴診支援情報選択部１０２１は、先のとおり決定した患者の向きおよび体格に
対応付けられた聴診支援情報を聴診支援情報記憶部１０３０から選択して読み出す。
【０１６６】
　図１１は、聴診支援情報記憶部１０３０に記憶されている聴診支援情報データベースの
データ構造の具体例を示す図である。
【０１６７】
　図１１に示すとおり、聴診支援情報データベースにおいて、患者属性、すなわち、向き
、身長、かつ、体型ごとに、聴診支援情報が対応付けて記憶されている。
【０１６８】
　なお、図１１において聴診支援情報データベースをテーブル形式のデータ構造にて示し
たことは一例であって、聴診支援情報データベースのデータ構造を限定する意図はない。
患者属性と、選択されるべき聴診支援情報との対応関係を、聴診支援情報選択部１０２１
が認識可能であれば、聴診支援情報データベースはどのようなデータ構造で構成されても
よい。このことは、以下のいずれの実施形態においても同様である。
【０１６９】
　具体的には、聴診支援情報選択部１０２１は、患者画像１０４０から、患者属性を、前
面、１５０～１７０ｃｍ、および、標準と決定した場合には、この属性に合致する聴診支
援情報「Temp027」を選択する。選択された「Temp027」の聴診支援情報には、患者画像１
０４０に写っている患者Ｐを聴診するために最適かつ有益な情報が含まれている。なお、
図１１に示す例では、患者属性「身長」において、「～＊＊」は、＊＊ｃｍ未満を意味し
、「××～」は、××ｃｍ以上を意味しているものとする。
【０１７０】
　図１２は、聴診支援情報記憶部１０３０に記憶されている聴診支援情報の具体例を示す
図である。図１２のTemp027の聴診支援情報は、患者画像１０４０の画像認識処理の結果
、聴診支援情報選択部１０２１によって選択された聴診支援情報を示す。Temp127の聴診
支援情報は、患者画像１０４１の画像認識処理の結果、聴診支援情報選択部１０２１によ
って選択された聴診支援情報を示す。
【０１７１】
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　本実施形態では、聴診支援情報は、画像データであり、測定位置情報は、患者の体の輪
郭１０６０および患者の体の特徴部分を基準位置にして定義される。なお、特徴部分は、
基準点１０６１などによって表現されてもよいし、基準線１０６２などによって表現され
てもよい。
【０１７２】
　本実施形態では、少なくとも、測定位置情報は、患者の体の輪郭１０６０、基準点１０
６１、および／または、基準線１０６２を基準して配置された印によって表現される。図
１２に示す例では、丸印が測定位置情報である。
【０１７３】
　さらに、聴診支援情報は、聴診を行う順番を指定する測定順番情報を含んでいてもよい
。図１２に示す例では、測定順番情報は、上記丸印と丸印とをつなぐ矢印によって表現さ
れたり、個々の丸印に付与された数字によって表現されたりする。個々の丸印に付与され
た数字で表現される測定順番情報は、測定位置を個々に識別するための測定位置識別情報
としても利用できる。
【０１７４】
　操作者Ｕは、この聴診支援情報を目視することにより、患者Ｐのどの位置に、どの順番
で電子聴診器１００３を当てていけばよいのかを理解することができる。
【０１７５】
　なお、本実施形態では、聴診支援情報が画像であることを想定して説明したが、本発明
における聴診支援情報のデータ形式は特に問われない。聴診支援情報は、単に、所定の座
標系における位置情報（座標情報）であってもよい。例えば、両乳首の間を原点（０、０
）とし、測定位置情報を、Ｘ座標値とＹ座標値とで表現することなどが考えられる。
【０１７６】
　本実施形態では、出力制御部１０２２は、選択された聴診支援情報の映像信号を投影部
１０１４に出力して外部の受光部に拡大投影させる投影制御部として機能する。
【０１７７】
　出力制御部１０２２は、図１２に示すような聴診支援情報の画像をそのまま投影画像と
して出力してもよい。あるいは、出力制御部１０２２は、患者情報取得部１０２０によっ
て取得された患者画像に、聴診支援情報の中の測定位置情報（および測定順番情報）を重
畳させて投影画像を生成してもよい。
【０１７８】
　図１３は、出力制御部１０２２が生成した投影画像の具体例を示す図である。
【０１７９】
　聴診支援情報選択部１０２１が、図１０の患者画像１０４０に基づいて、図１２のTemp
027の聴診支援情報を選択したとする。
【０１８０】
　出力制御部１０２２は、Temp027の聴診支援情報に含まれる測定位置情報（丸印）を患
者画像１０４０の画像に重畳させる。出力制御部１０２２は、さらに、上記聴診支援情報
に含まれる測定順番情報（丸印に付与された数字、および、矢印など）を併せて重畳させ
てもよい。出力制御部１０２２は、聴診支援情報の輪郭１０６０、基準点１０６１、また
は、基準線１０６２が、患者画像１０４０の患者の画像とできるだけ一致する重畳位置を
決定することにより、測定位置情報（丸印）を患者画像１０４０の患者Ｐの体表面上に正
しく重ね合わせることができる。こうして、出力制御部１０２２は、図１３に示すとおり
、投影画像１０４３を生成する。投影画像１０４３は、患者画像１０４０に、Temp027の
聴診支援情報の測定位置情報および測定順番情報を重ね合わせて生成されたものである。
【０１８１】
　投影画像（聴診支援情報そのもの、または、投影画像１０４３などの生成された画像）
の映像信号は、出力制御部１０２２から投影部１０１４に出力される。投影部１０１４は
、受信した映像信号を受光部（壁、スクリーンなど）に拡大投影する。
【０１８２】
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　操作者Ｕは、投影画像を視認することによって、その患者Ｐの体格に合わせて、どの位
置に電子聴診器１００３を当てればよいのかを理解することができる。また、投影画像に
測定順番情報が含まれている場合には、操作者Ｕは、どの順番で電子聴診器１００３を当
てればよいのかを理解することができる。
【０１８３】
　そして、患者画像１０４０を利用して、実際の患者の映像に測定位置情報を重ね合わせ
た投影画像１０４３が出力された場合には、操作者Ｕは、模型とともに示されるTemp027
が出力された場合よりも、より正確に患者Ｐの体表面上における測定位置を把握すること
ができる。
【０１８４】
　さらに、投影部１０１４から出力された投影画像は、患者Ｐの実際の体に直接投影され
ることが好ましい。図１４～図１６は、患者Ｐの実際の体に投影画像を投影させる使用形
態を説明する図である。
【０１８５】
　操作者Ｕは、投影部１０１４から出力される光学的映像が患者Ｐに投影されるように、
患者Ｐと情報管理装置１１００との距離および向きを調節する。図１４に示すとおり、設
置台１０５０を設けて、その上にプロジェクタとしての情報管理装置１１００を固定設置
してもよい。
【０１８６】
　あるいは、操作者Ｕは、情報管理装置１１００の操作部１０１３（ダイヤルなど）また
は入力部１０１１を介して、投影画像の拡大倍率を調節してもよい。
【０１８７】
　例えば、図１５の（ａ）に示すとおり、情報管理装置１１００と患者Ｐとの距離を十分
に確保できず、投影画像が患者Ｐの大きさに合致して投影されない場合が考えられる。こ
の場合には、操作者Ｕは、操作部１０１３を操作して、投影画像１０４３の輪郭が実際の
患者Ｐの体の輪郭に合致する程度まで、投影画像の倍率を小さくすればよい。図１５の（
ｂ）に示すとおり、最も好ましい投影状態は、投影画像１０４３の輪郭が実際の患者Ｐの
体の輪郭に合致する状態である。
【０１８８】
　上記構成によれば、操作者Ｕは、患者Ｐの体表面上に投影された測定位置情報によって
、直感的に測定位置を把握することができる。別の場所に測定位置情報および測定順番情
報を表示させる形態と比較して、患者の体表面上に投影させる形態によれば、操作者Ｕが
測定位置および順番を間違うという不都合を回避することが可能となる。よって、誤操作
による聴診の失敗を大幅に削減することができる。
【０１８９】
　また、投影された聴診支援情報は、その患者の体格に合っている情報であるため、投影
された測定位置は、その患者における聴診すべき箇所をより正確に再現できているという
ことにもなる。
【０１９０】
　このように、本発明の情報管理装置１１００は、患者の体格に合った測定位置情報を患
者の体表面上に表示し、操作者Ｕが測定位置を直感的に把握することができる。そのため
、操作者Ｕが医学の知識を有していない場合であっても、操作者Ｕが正しく聴診を行うこ
とが可能になるという効果を奏する。
【０１９１】
　なお、操作者Ｕが、患者Ｐと情報管理装置１１００との間に入って電子聴診器１００３
を当てる聴診行為を行えば、操作者Ｕ自身が影となり、患者Ｐに測定位置情報が投影され
ないという問題が起こり得る。
【０１９２】
　このような問題の対策として、図１６に示すように、操作者Ｕは、患者Ｐに正対する位
置から聴診を行うのではなく、患者Ｐの側面の位置から手を伸ばして、測定位置に電子聴
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診器１００３を当てるようにして聴診を行うべきである。聴診を行う患者は、呼吸器系疾
患など、咳によって飛沫感染するような病に罹っているケースが多い。よって、聴診を行
う者は、患者の咳がかからないように、患者の前面を聴診するときには、患者の側面から
聴診を行うことが推奨される。本発明の聴診形態は、このように推奨される聴診形態と矛
盾するものではない。
【０１９３】
　本実施形態では、情報管理部１０２５は、出力制御部１０２２から出力されている聴診
支援情報の測定位置情報および測定順番情報を把握することにより、電子聴診器１００３
が採取した生体音情報の測定位置を特定し、測定位置情報を紐付けて管理することができ
る。具体的には、以下の手順で紐付けを行う。
【０１９４】
　本実施形態では、一例として、電子聴診器１００３は、１つの測定位置について、一続
きの音波形を採取し、１つの測定位置について、１ファイルの生体音情報を情報管理装置
１１００に転送する構成である。本実施形態では、電子聴診器１００３は、音波形採取の
開始から終了までの間、情報管理装置１１００に対して、オンラインでリアルタイムに生
体音情報の転送を行う。
【０１９５】
　イベント検知部１０２３は、無線通信部１０１６を介して、生体音情報の受信が開始さ
れたことを特定のイベントとして検知する。
【０１９６】
　情報管理部１０２５は、上記イベントの発生をトリガとして、開始された聴診における
測定位置を特定するために必要な情報（補助情報）を取得する。具体的には、出力制御部
１０２２が投影画像（例えば、図１３の投影画像１０４３）を出力して以来、開始された
生体音情報の受信は、何個目のファイルの受信であるのかを判断し、これを補助情報とし
て取得する。
【０１９７】
　例えば、投影画像１０４３が出力制御部１０２２より出力されて以来、受信し保存した
生体音情報のファイルの個数が０個であれば、情報管理部１０２５は、１個目のファイル
（生体音情報）が受信開始されたと判断する。
【０１９８】
　続いて、情報管理部１０２５は、出力制御部１０２２によって出力されている聴診支援
情報を参照する。そして、受信が開始された１個目の生体音情報は、測定順番情報が１番
である測定位置（図１２に示す例では、丸印の１番）の位置にて採取されたものであると
特定する。
【０１９９】
　そして、情報管理部１０２５は、上記１個目の生体音情報の受信が完了すると、その生
体音情報と、上述のようにして特定した、測定位置情報「１」とを紐付けて、生体音情報
記憶部１０３１に格納する。
【０２００】
　図１７は、生体音情報記憶部１０３１に記憶される測定位置情報と生体音情報との具体
例を示す図である。なお、図１７において、複数の生体音情報をテーブル形式のデータ構
造にて示したことは一例である。測定位置情報と、生体音情報との紐付けを、情報管理装
置１１００が認識可能であれば、生体音情報はどのようなデータ構造で格納されてもよい
。このことは、以下のいずれの実施形態においても同様である。
【０２０１】
　図１７に示すとおり、情報管理部１０２５は、測定位置１箇所につき、１ファイルの生
体音情報を生体音情報記憶部１０３１に格納する。ここで、情報管理部１０２５は、先の
とおり特定した測定位置情報を、生体音情報に紐付けて格納する。生体音情報に付与する
ファイル名は特に限定されないが、例えば、どの聴診支援情報に基づく聴診であるのかが
分かるファイル名を付けておくことが好ましい。これにより、例えば、ファイル名「Temp
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027_1.wav」で、測定位置情報「１」が紐付けられた生体音情報は、Temp027の聴診支援情
報における、丸印１番の位置における生体音情報であると認識される。
【０２０２】
　なお、図１７に示す例では、生体音情報には、測定位置情報が紐付けられているのみで
あるが、これに限定されない。情報管理部１０２５は、患者情報、測定日などの他の情報
をさらに生体音情報に紐付けて保存してもよい。
【０２０３】
　情報管理部１０２５によって生体音情報記憶部１０３１に格納された生体音情報は、図
示しない情報転送制御部によって、例えば、管理サーバ１００４に転送される。管理サー
バ１００４は、生体音情報を測定位置情報とともに受信し、保存することができる。よっ
て、診療現場１００１に居合わせない医師Ｄが、管理サーバ１００４にアクセスすれば、
医師Ｄは、患者のどの測定位置の音であるのかを理解して、生体音情報を再生することが
できる。
【０２０４】
　〔処理フロー〕
　図１８は、情報管理装置１１００が実施する情報管理処理の流れを示すフローチャート
である。
【０２０５】
　診療現場１００１において、操作者Ｕは、情報管理装置１１００を操作（例えば、アイ
コンをタッチ）して、電子聴診器に関するアプリケーションを起動する。電子聴診器アプ
リケーションが起動されると（Ｓ１０１においてＹＥＳ）、撮像部１０１７がライブビュ
ー画像の撮影を行う。ここで、操作者Ｕは、撮像部１０１７の撮影範囲に患者Ｐの上半身
が写るように情報管理装置１１００の向きを調節するなどする。患者情報取得部１０２０
は、撮像部１０１７が撮像したライブビュー画像（患者が写っている患者画像）を取得す
る（Ｓ１０２）。
【０２０６】
　聴診支援情報選択部１０２１は、取得された患者画像に対して画像認識処理を実行し、
患者属性を判断するのに必要な特徴部分を検出する（Ｓ１０３）。ここで、検出された特
徴部分に基づいて、患者属性、つまり、患者の前面の画像であるのか、背面の画像である
のかを判断してもよい。
【０２０７】
　必要な特徴部分が検出され、患者の向き（前面か背面か）が判断されると画像認識に成
功したと言える。画像認識が成功しない場合には（Ｓ１０４においてＮＯ）、必要な情報
がライブビュー画像に写り込むまで撮像部１０１７が撮影を継続する（Ｓ１０２）。
【０２０８】
　一方、画像認識が成功した場合には（Ｓ１０４においてＹＥＳ）、続いて、聴診支援情
報選択部１０２１は、残りの患者属性を推定する（Ｓ１０５）。具体的には、検出した特
徴部分に基づいて、患者の身長、体型などを推定する。そして、聴診支援情報選択部１０
２１は、推定した、患者の向き、身長、および、体型に基づいて、患者に適した聴診支援
情報を聴診支援情報記憶部１０３０から選択する（Ｓ１０６）。
【０２０９】
　出力制御部１０２２は、聴診支援情報選択部１０２１によって選択された聴診支援情報
に基づいて、投影画像の映像信号を生成し、投影部１０１４に出力する（Ｓ１０７）。投
影部１０１４から出力された上記映像信号の光は、患者Ｐの体表面上に投影される。ここ
で、操作者Ｕは、図１５の（ｂ）に示すように、投影画像の人型の輪郭と、実際の患者Ｐ
との大きさが一致するように、情報管理装置１１００の設置位置、向き、および、投影部
１０１４の拡大倍率を調節する。
【０２１０】
　操作者Ｕは、電子聴診器１００３を用いて、患者Ｐの体に投影された測定位置情報およ
び測定順番情報にしたがって聴診を行う。
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【０２１１】
　イベント検知部１０２３が特定のイベントを検知すると（Ｓ１０８においてＹＥＳ）、
情報管理部１０２５は、このとき採集された生体音情報の測定位置を特定するために必要
な補助情報を取得する（Ｓ１０９）。具体的には、例えば、イベント検知部１０２３は、
生体音情報が電子聴診器１００３から受信されたことを特定のイベントとして検知する（
Ｓ１０８）。そして、情報管理部１０２５は、上記生体音情報が、Ｓ１０７において上記
投影画像が出力されて以来、何回目に受信された生体音情報であるのかを特定し、これを
補助情報とする（Ｓ１０９）。
【０２１２】
　続いて、情報管理部１０２５は、生体音情報の受信回数と、現在出力中の聴診支援情報
とに基づいて、このとき採集された生体音情報の測定位置を特定する（Ｓ１１０）。例え
ば、受信回数が０回であれば、この初回受信された生体音情報の測定位置を、上記聴診支
援情報における１番目の測定位置と特定することができる。
【０２１３】
　そして、情報管理部１０２５は、特定した測定位置の測定位置情報と、上記受信された
生体音情報とを紐付けて生体音情報記憶部１０３１に保存する（Ｓ１１１）。
【０２１４】
　聴診は、聴診支援情報に含まれている測定位置情報の数だけ繰り返されるので、すべて
の測定位置について聴診が終了していなければ（Ｓ１１２においてＮＯ）、投影部１０１
４は、投影を継続し（Ｓ１０７）、イベント検知部１０２３は、次の生体音情報が受信さ
れるのを待つことになる。
【０２１５】
　一方、すべての測定位置について生体音情報が採取され、聴診が終了されると（Ｓ１１
２においてＹＥＳ）、情報管理装置１１００は、一連の情報管理処理を終了してもよい。
あるいは、情報管理装置１１００において、図示しない情報転送制御部が、情報管理部１
０２５が保存した生体音情報をサポートセンター１００２にある管理サーバ１００４に、
測定位置情報が紐付けられた状態で転送してもよい。
【０２１６】
　上記構成および方法によれば、ＰＣまたはスマートフォンなどの広く普及した装置によ
って実現された情報管理装置１１００において、聴診支援情報選択部１０２１が、患者属
性（患者の体格）に応じた聴診支援情報を選択する。出力制御部１０２２は、それを操作
者Ｕに視認可能に表示する。具体的には、患者Ｐの体表面上に大きさが合致するように投
影する。
【０２１７】
　一方、情報管理部１０２５は、投影中の聴診支援情報と、聴診支援情報投影中に発生し
た特定のイベントを契機として取得した情報とに基づいて、取得された生体音情報の測定
位置を特定する。情報管理部１０２５は、取得した生体音情報と測定位置情報とを紐付け
て生体音情報記憶部１０３１に記憶することができる。
【０２１８】
　操作者Ｕは、最適な聴診支援情報を選択するために、複雑な入力操作を行うことは不要
となり、患者を撮像部１０１７の撮影範囲内に収めるだけでよい。また、聴診支援情報が
患者Ｐの体表面上に、同じ大きさで表示されることにより、操作者Ｕは、測定位置および
測定順番を誤ることをなくより正確に聴診を行うことが可能となる。そして、情報管理装
置１１００の情報管理部１０２５が、出力中の聴診支援情報に含まれる測定位置情報と、
生体音情報の受信回数とに基づいて、当該生体音情報の測定位置を特定する。最後に、情
報管理部１０２５は、当該生体音情報を特定した測定位置の測定位置情報に紐付けて記憶
部に保存することができる。
【０２１９】
　結果として、本発明の情報管理装置によれば、煩雑な操作が必要となる特殊な装置を用
いずに、電子聴診器を用いた測定を操作者に行わせるとともに、採取された生体音情報と
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その測定位置情報との紐付けを容易に行うことが可能となる。
【０２２０】
　〔変形例１〕
　本実施形態における出力制御部１０２２は、さらに、聴診支援情報選択部１０２１が患
者の体格を推定できるライブビュー画像が得られるように、撮像部１０１７で撮影する範
囲を変更するよう操作者Ｕに通知を行う構成であってもよい。
【０２２１】
　図１９は、撮影する範囲を変更するように通知するための画面を表示部１０１２に表示
した例を示す図である。
【０２２２】
　図１９に示すとおり、出力制御部１０２２は、患者情報取得部１０２０によって現在取
得されているライブビュー画像を表示部１０１２に表示させる。続いて、当該ライブビュ
ー画像から必要な特徴部分が検出されなかった場合、例えば、図１９に示すとおり、患者
Ｐの輪郭が写っていない場合を想定する。この場合、出力制御部１０２２は、画像認識は
成功しなかったと判断し、図１９に示すとおり、撮影範囲を変更するように操作者Ｕに通
知するメッセージを表示部１０１２に表示させる。
【０２２３】
　これにより、操作者Ｕは、適切なライブビュー画像が得られるように、迅速に対応する
ことが可能となる。
【０２２４】
　〔変形例２〕
　診療現場１００１にて、患者の診察を行う場合、たいてい、患者の前面と背面との両方
を聴診する必要がある。本実施形態では、聴診支援情報選択部１０２１は、前面用と背面
用にそれぞれその患者のための聴診支援情報を選択する。聴診支援情報を選択するために
、聴診支援情報選択部１０２１は、比較的負荷の高い画像認識処理を行っている。こうし
た負荷の高い処理は、できるだけ削減されることが好ましい。
【０２２５】
　そこで、本実施形態では、操作者Ｕは、一人の患者について一連の聴診を行う際には、
必ず患者の前面から撮影を行うという規則を設けてもよい。そして、聴診支援情報選択部
１０２１は、その患者について最初の患者画像が入力された場合には、それが前面の患者
画像であることを前提として、すぐさま、前面の特徴部分の検出を行う構成であってもよ
い。そして、聴診支援情報選択部１０２１は、二度目に入力された患者画像に対しては、
それが背面の患者画像であることを前提として、すぐさま、背面の特徴部分の検出を行う
ことができる。
【０２２６】
　上記構成によれば、想定されるすべての特徴部分の検出を行った上で、前面か背面かを
判断するという高負荷処理を省略することができる。また、前面の患者画像は、背面の患
者画像と比較して、明確な特徴部分（乳首や臍など）が多く、より低負荷な処理で高速に
、患者の体格を推定することができる。
【０２２７】
　さらには、聴診支援情報選択部１０２１は、前面であることが前提の患者画像に基づい
て、すぐさま患者の体格を推定し、合致する前面用の聴診支援情報を選択するとともに、
その推定した体格に合致する背面用の聴診支援情報を併せて選択してもよい。
【０２２８】
　背面は、前面と表裏一体であって、大きさ自体が同じ患者で変化することはない。よっ
て、聴診支援情報選択部１０２１は、前面の患者画像に基づいて推定した患者の体格に基
づいて背面用の聴診支援情報を選択すればよい。これにより、聴診支援情報選択部１０２
１は、背面の患者画像に対する画像認識処理を丸ごと省略しても、前面用および背面用両
方の、当該患者に適した聴診支援情報を正しく選択することができる。
【０２２９】
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　〔変形例３〕
　上述の説明では、情報管理部１０２５は、生体音情報が取得されたというイベントに基
づいて、その生体音情報の測定位置を特定する構成であった。
【０２３０】
　しかし、情報管理部１０２５は、この構成に限定されず、事前に、次に生体音情報が採
取されるべき測定位置を指定し、それを操作者Ｕに提示する構成であってもよい。
【０２３１】
　情報管理部１０２５は、出力制御部１０２２から特定の聴診支援情報が出力されると、
まず、測定順番情報が１番の測定位置から測定を開始するべきであると判断する。そして
、情報管理部１０２５は、出力制御部１０２２に対して、測定順番情報が１番の測定位置
情報を、強調表示するように指示する。出力制御部１０２２は、聴診支援情報を出力する
とともに、情報管理部１０２５によって指定された測定位置情報だけを強調表示する。例
えば、出力制御部１０２２は、指定された測定位置情報にカーソル当てて表示したり、指
定された測定位置情報を点滅表示させたり、拡大表示させたり、違う色で表示させたりす
ることができる。操作者Ｕは、強調表示された測定位置が、自分が次に聴診器を当てる箇
所であると認識することができる。
【０２３２】
　イベント検知部１０２３が、最初の生体音情報の受信が完了したというイベントを検知
すると、情報管理部１０２５は、１番の測定位置の聴診が完了し、次に２番の測定位置情
報が強調表示されるべきであると判断することができる。このとき、情報管理部１０２５
は、出力制御部１０２２に対して、１番ではなく２番の測定位置情報を強調表示するよう
に指示する。
【０２３３】
　〔変形例４〕
　本実施形態では、情報管理部１０２５が、各測定位置での聴診の開始または終了を判断
する方法して、イベント検知部１０２３が生体音情報の受信を開始したイベントまたは受
信が完了したイベントを検知する例について説明した。
【０２３４】
　しかし、情報管理部１０２５が、聴診の開始または終了を判断する方法は、上記に限定
されない。
【０２３５】
　例えば、操作者Ｕが、１箇所の聴診を開始または終了するときに、情報管理装置１１０
０のタッチパネルをフリックすることが考えられる。イベント検知部１０２３は、入力部
１０１１を介してタッチパネルがフリックされたことをイベントとして検知する。そして
、情報管理部１０２５は、１箇所の聴診について開始または終了を判断することができる
。
【０２３６】
　あるいは、電子聴診器１００３には、聴診の開始または終了を入力するためのボタンが
設けられており、操作者Ｕが、１箇所の聴診を開始または終了するときに、電子聴診器１
００３の当該ボタンを押下することが考えられる。イベント検知部１０２３は、無線通信
部１０１６を介して、電子聴診器１００３のボタンが押下されたことをイベントとして検
知する。そして、情報管理部１０２５は、１箇所の聴診について開始または終了を判断す
ることができる。
【０２３７】
　あるいは、電子聴診器１００３の患者体表面と接する聴診面には、接触センサが設けら
れており、センサが、電子聴診器１００３が患者体表面に接しているか離れているのかを
検知することが考えられる。イベント検知部１０２３は、無線通信部１０１６を介して、
電子聴診器１００３が接する時点と離れる時点とを検知する。これにより、情報管理部１
０２５は、１箇所の聴診について開始または終了を判断することができる。あるいは、電
子聴診器１００３のセンサは、患者体表面上で静止しているか、次の測定位置へ患者体表
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面上を移動しているのかを検知してもよい。イベント検知部１０２３は、無線通信部１０
１６を介して、電子聴診器１００３の静止が始まった時点、静止が終わり移動が始まった
時点、移動が終わり静止が始まった時点、・・・を検知する。これにより、情報管理部１
０２５は、１回の静止が１箇所の聴診であると判断することができる。
【０２３８】
　さらに、撮像部１０１７は、投影部１０１４から出力された投影画像１０４３が投影さ
れた患者Ｐの前面または背面を撮影する構成であってもよい。この場合、撮像部１０１７
によって取得されたライブビュー画像が図示しない画像認識処理部によって画像認識され
る。イベント検知部１０２３は、画像認識処理の結果に基づいて、電子聴診器１００３が
一定時間以上静止していること、または、電子聴診器１００３が静止している状態から、
次の箇所へ移動していることを、イベントとして検知する。これにより、情報管理部１０
２５は、１回の静止が１箇所の聴診であると判断することができる。
【０２３９】
　〔変形例５〕
　本実施形態において、聴診支援情報記憶部１０３０に記憶されている聴診支援情報は、
測定順番情報の代わりに、測定位置識別情報を含んでいてもよい。測定位置識別情報は、
聴診支援情報に含まれている測定位置情報の各々を識別するためのＩＤであり、測定位置
情報ごとに付与されているものである。
【０２４０】
　例えば、聴診支援情報において、測定位置情報は、図１２に示すとおり、輪郭１０６０
、基準点１０６１、および、基準線１０６２などに基づいて配置された丸印であって、測
定位置識別情報は、それぞれの丸印に一意に付与されたアルファベットであってもよい。
【０２４１】
　出力制御部１０２２は、上述のような聴診支援情報を、図１０に示す患者画像に重ねて
投影画像を生成してもよい。
【０２４２】
　図２０は、出力制御部１０２２が生成した投影画像の他の具体例を示す図である。
【０２４３】
　図２０に示すとおり、聴診支援情報には、丸印で表現された測定位置情報と、各測定位
置情報に付与された測定位置識別情報（アルファベット）とが含まれている。出力制御部
１０２２は、聴診支援情報選択部１０２１によって選択された上記聴診支援情報を、撮像
部１０１７から取得した患者画像１０４０（図１０）に重ね合わせて、図２０に示す投影
画像１０４４を生成することができる。
【０２４４】
　投影画像１０４４においては、図１３に示す投影画像１０４３とは異なって、測定順番
情報が指定されていないので、操作者Ｕは、任意の測定位置から、任意の順番で聴診を行
うことが可能となる。つまり、操作者Ｕにとって聴診手順の自由度が向上する。
【０２４５】
　しかし、本変形例においては、あらかじめ定められた順番に生体音情報が採取されない
ので、情報管理部１０２５は、上述したのとは別の方法で測定位置情報と、生体音情報と
の紐付けを行わなければならない。
【０２４６】
　図２１は、本変形例において用いられる電子聴診器１００３の外観を示す図である。図
２１に示すとおり、本変形例では、電子聴診器１００３は、操作ボタン１０５１と、表示
部１０５２とを備えている。
【０２４７】
　操作ボタン１０５１は、操作者Ｕが、情報管理装置１１００によって出力された聴診支
援情報の測定位置情報のうち、どの測定位置の聴診を行うのかを電子聴診器１００３に入
力して指定するための操作ボタンである。表示部１０５２は、操作者Ｕが選択している測
定位置に対応する測定位置識別情報を表示する。
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【０２４８】
　情報管理装置１１００の出力制御部１０２２が出力した聴診支援情報は、情報管理装置
１１００から電子聴診器１００３に無線通信部１０１６を介して伝達される。電子聴診器
１００３は、受信した聴診支援情報に含まれる測定位置情報を選択肢として操作者Ｕに対
して出力する。
【０２４９】
　例えば、図２０に示す聴診支援情報を受信した場合、測定位置情報として、Ａ～Ｈの８
つの選択肢を操作者Ｕが選択可能に提示する。例えば、操作ボタン１０５１が押下される
度に、Ａ、Ｂ、Ｃ、・・・Ｈ、Ａ・・・と、表示部１０５２に表示される測定位置識別情
報が切り替わる。操作者Ｕは、測定したい測定位置に対応する測定位置識別情報が表示部
１０５２に表示されている状態で、聴診を行い、生体音情報を採取する。
【０２５０】
　例えば、電子聴診器１００３が図２１に示す状態であるときに、操作者Ｕは、図２０に
おける測定位置識別情報がＤの測定位置に電子聴診器１００３を当てて生体音情報を採取
する。電子聴診器１００３は、採取した当該生体音情報に、測定位置識別情報「Ｄ」を関
連付けて、当該生体音情報を情報管理装置１１００に送信する。
【０２５１】
　情報管理装置１１００は、無線通信部１０１６を介して、測定位置識別情報「Ｄ」と上
記生体音情報とを受信する。イベント検知部１０２３は、生体音情報が受信されたイベン
トを特定のイベントとして検知する。情報管理部１０２５は、このイベントの検知をトリ
ガとして、測定位置を特定するために必要な補助情報、すなわち、ここでは、生体音情報
とともに受信された測定位置識別情報「Ｄ」を取得する。
【０２５２】
　情報管理部１０２５は、取得した測定位置識別情報「Ｄ」と、現在出力制御部１０２２
が出力中の聴診支援情報とに基づいて、受信された生体音情報と、測定位置識別情報「Ｄ
」に対応する測定位置情報とを紐付けて管理することができる。
【０２５３】
　以上のとおり、本実施形態では、聴診支援情報に測定順番情報が含まれていない場合で
も、情報管理部１０２５は、採取された生体音情報と、その音が採取された測定位置とを
紐付けて管理することが可能となる。上記構成によれば、測定順番情報によって測定順番
が指定されないので、操作者Ｕは、任意の測定位置から、任意の順番で聴診を行うことが
可能となる。つまり、操作者Ｕにとって聴診作業の自由度が向上する。
【０２５４】
　〔実施形態２－２〕
　本発明の情報管理装置に関する他の実施形態について、図２２～図２４に基づいて説明
すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、上述の実施形態２－１にて説明した
図面と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【０２５５】
　上述の実施形態２－１では、情報管理部１０２５は、受信した生体音情報の測定位置を
特定するために、生体音情報を受信したタイミングを、聴診支援情報の測定順番情報と照
らし合わせたり、受信した生体音情報に関連付けられた識別情報を参照したりする構成で
あった。
【０２５６】
　しかし、情報管理部１０２５の構成は、上記に限定されない。
【０２５７】
　情報管理部１０２５は、操作者Ｕが患者Ｐに対して聴診を行っている最中の映像を分析
することにより、受信した生体音情報の測定位置を特定することができる。
【０２５８】
　〔情報管理装置の機能構成〕
　図２２は、本実施形態における情報管理装置１１００の要部構成を示す機能ブロック図
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である。
【０２５９】
　図２２に示す本実施形態の情報管理装置１１００において、図７に示す実施形態２－１
の情報管理装置１１００と異なる点は、制御部１０１０の情報管理部１０２５が、さらに
、測定位置情報生成部１０２６を備えている点である。測定位置情報生成部１０２６も、
他の制御部１０１０のブロックと同様に、ＣＰＵ等が、ＲＯＭ、ＮＶＲＡＭ等で実現され
た記憶装置（記憶部１０１９）に記憶されているプログラムをＲＡＭ等に読み出して実行
することで実現できる機能ブロックである。
【０２６０】
　本実施形態では、撮像部１０１７は、操作者Ｕが患者Ｐに対して聴診を行っている際の
患者Ｐの様子を撮影する構成である。聴診支援情報が患者Ｐの体表面上に投影される構成
であっても、別の受光部に投影される構成であって、あるいは、別の表示部に表示される
構成であっても構わない。操作者Ｕが電子聴診器１００３を用いて聴診を開始すると、撮
像部１０１７は、聴診を受けている患者Ｐの患者画像を撮影する。
【０２６１】
　図２３は、本実施形態において、撮像部１０１７が撮影した聴診時の患者画像１０４５
の具体例を示す図である。患者画像１０４５には、操作者Ｕが電子聴診器１００３を所定
の測定位置に当てている様子が写っている。なお、聴診支援情報が患者Ｐの体表面上に投
影される構成であれば、その投影された聴診支援情報が一緒に写ることになる。患者Ｐお
よび電子聴診器１００３の接触位置が明確に撮影されるように、操作者Ｕは、これらの被
写体を撮像部１０１７からできるだけ隠さない位置に居て聴診を行うことが好ましい（例
えば、図１６）。
【０２６２】
　イベント検知部１０２３は、本実施形態では、１つの測定位置について測定が開始され
たこと、または、測定中であることを特定のイベントとして検知する。イベント検知部１
０２３は、電子聴診器１００３から無線通信部１０１６に対して送信される聴診開始また
は聴診中の信号に基づいて上記イベントを検知してもよい。あるいは、イベント検知部１
０２３は、撮像部１０１７が取得したライブビュー画像（例えば、患者画像１０４５）の
画像認識処理の結果に基づいて、聴診開始または聴診中のイベントを検知してもよい。
【０２６３】
　情報管理部１０２５の測定位置情報生成部１０２６は、ライブビュー画像における、イ
ベント検知部１０２３によって特定のイベントが検知された時点でのフレームを取得する
。上記フレームは、生体音情報が採取されているまさにそのときの様子（電子聴診器１０
０３の位置）を写す画像であり、上記フレームは、測定位置を特定するために必要な補助
情報である。
【０２６４】
　例えば、図２０に示す聴診支援情報における「Ｃ」の測定位置にて聴診が開始された旨
をイベント検知部１０２３が検知したとする。測定位置情報生成部１０２６は、撮像部１
０１７によって取得されたライブビュー画像のうち、上記イベントが検知された時点のフ
レーム（例えば、図２３の患者画像１０４５）を、測定位置を特定するために必要な補助
情報として取得する。
【０２６５】
　情報管理部１０２５は、測定位置情報生成部１０２６によって取得された患者画像１０
４５を、測定位置情報としてそのまま採用し、これを、当該イベント開始時から受信して
いる生体音情報に紐付けて管理することができる。
【０２６６】
　上記構成によれば、生体音情報は、生体音情報記憶部１０３１において、その音が採取
されたときの電子聴診器１００３の位置を写した患者画像が紐付けられて記憶される。こ
れにより、医師Ｄは、生体音情報を後に読み出す場合でも、紐付けられた患者画像に基づ
いて、その音がどの測定位置にて採取されたものであるのかを知ることが可能となる。
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【０２６７】
　あるいは、操作者Ｕは、電子聴診器１００３を用いて聴診を開始する際に、全測定箇所
の聴診中の様子を録画するように、情報管理装置１１００を操作してもよい。例えば、操
作者Ｕが、聴診を開始するときに、電子聴診器アプリケーションのウィンドウ上に表示さ
れている録画開始ボタンをタッチすることが考えられる。これに応じて、撮像部１０１７
が映像の記録を開始する。測定位置情報生成部１０２６は、イベント検知部１０２３が、
測定位置ごとに聴診の開始タイミングを検知した時点の映像フレームを測定位置情報とし
て切り出してもよい。
【０２６８】
　〔変形例６〕
　しかしながら、患者の裸の写真や映像を撮影して紐付ける、すなわち、不揮発的に保存
することは、当該情報の機密性に鑑みても、また、撮影される患者の心情を考慮しても容
易にできることではない。
【０２６９】
　そこで、本実施形態では、情報管理部１０２５の測定位置情報生成部１０２６は、取得
した患者画像１０４５から測定位置を画像認識処理によって特定し、当該患者画像１０４
５をそのまま採用せずに、特定した測定位置を表す測定位置情報または測定位置識別情報
に変換することが好ましい。
【０２７０】
　測定位置情報生成部１０２６は、図示しない画像認識処理部を制御して、患者画像１０
４５において、電子聴診器１００３が、聴診支援情報のどの位置にあたっているのかを認
識する。例えば、測定位置情報生成部１０２６は、患者画像１０４５と、図２０に示す聴
診支援情報とを比較して、測定位置識別情報「Ｃ」が付与されている丸印の位置に、電子
聴診器１００３が当たっていると認識することができる。そこで、測定位置情報生成部１
０２６は、患者画像１０４５そのものではなく、測定位置識別情報「Ｃ」または、「Ｃ」
が付与されている測定位置情報（座標値など）を、測定位置を特定するための情報（補助
情報）として生成または取得すればよい。
【０２７１】
　最後に、情報管理部１０２５は、補助情報に基づいて、測定位置を特定することができ
る。情報管理部１０２５は、患者画像１０４５が取得されたタイミングで受信された生体
音情報に対して、測定位置情報生成部１０２６によって上述のとおり生成または取得され
た補助情報に基づいて特定した測定位置情報（あるいは、補助情報自体）を紐付けて管理
する。
【０２７２】
　これにより、医師Ｄは、生体音情報を後に読み出す場合でも、紐付けられた測定位置情
報（または、測定位置識別情報）に基づいて、その音がどの測定位置にて採取されたもの
であるのかを知ることが可能となる。
【０２７３】
　なお、情報管理部１０２５が、生体音情報と測定位置との紐付けに成功した場合には、
測定位置情報生成部１０２６は、測定位置を特定するために使用した患者画像１０４５を
速やかに削除することが好ましい。
【０２７４】
　あるいは、測定位置情報生成部１０２６は、患者画像１０４５を画像認識して測定位置
を特定したのち、患者画像１０４５をそのまま採用せずに、特定した測定位置が明確に示
された模型画像を生成してもよい。
【０２７５】
　図２４は、測定位置情報生成部１０２６によって生成された、測定位置を示す模型画像
の具体例を示す図である。
【０２７６】
　図２４に示すとおり、模型画像１０４６は、基準となる位置を示す情報、すなわち、人



(36) JP WO2013/089072 A1 2013.6.20

10

20

30

40

50

体の輪郭１０６０、基準点１０６１、および、基準線１０６２などを含んでいる。また、
模型画像１０４６は、測定位置を明確に示す測定位置情報１０６３を含んでいる。本実施
形態では、模型画像１０４６には、聴診支援情報にて指定されたすべての測定位置情報が
含まれているが、測定位置を明確に示す測定位置情報１０６３は、強調表示される。例え
ば、測定位置情報１０６３は、他の測定位置情報とは異なる色彩で表される。なお、測定
位置情報生成部１０２６は、測定位置を明確に示す測定位置情報だけを表し、残りの測定
位置情報を表さないように模型画像１０４６を生成してもよい。
【０２７７】
　情報管理部１０２５は、患者画像１０４５が取得されたタイミングで受信された生体音
情報に対して、測定位置情報生成部１０２６によって上述のとおり生成された模型画像１
０４６を紐付けて管理する。
【０２７８】
　これにより、医師Ｄは、生体音情報を後に読み出す場合でも、紐付けられた模型画像に
基づいて、その音がどの測定位置にて採取されたものであるのかを知ることが可能となる
。
【０２７９】
　〔実施形態２－３〕
　上述の各実施形態では、情報管理装置１１００が投影部１０１４を備え、聴診支援情報
を患者Ｐに直接投影する構成について説明した。上記構成によれば、操作者Ｕは、患者Ｐ
の体表面上にて直感的に測定位置を把握することができ、操作者Ｕが測定位置および順番
を間違うという不都合を回避することが可能となる。
【０２８０】
　しかし、図８の聴診システム１２００の例に示すとおり、操作者Ｕが多少の医学の知識
を有した医療従事者である場合には、操作者Ｕに対して、厳密な測定位置の提示は特に必
要とされない。
【０２８１】
　したがって、本実施形態では、聴診支援情報を投影部１０１４によって患者Ｐに対して
投影する構成を省略して、情報管理装置１１００の構成および動作をさらに簡略化するこ
とを目的とする。
【０２８２】
　本実施形態における情報管理装置１１００の構成は、図７によって表されている。ただ
し、本実施形態では、出力制御部１０２２は、聴診支援情報選択部１０２１によって選択
された聴診支援情報を、投影部１０１４ではなく、自装置の表示部１０１２に出力する。
すなわち、本実施形態において、出力制御部１０２２は、表示部１０１２に表示する内容
を制御する表示制御部として機能する。
【０２８３】
　これにより、操作者Ｕは、電子聴診器１００３を使用する前に、表示部１０１２に表示
された聴診支援情報を確認して、大体の測定位置と、それらの測定の順番とを把握して、
聴診に臨むことができる。そして、これまでと同様に、情報管理装置１１００は、測定位
置と生体音情報との紐付け管理を行う。
【０２８４】
　さらに、本実施形態では、「患者を撮影し、患者の体格を推定し、患者の体格に合致す
る聴診支援情報を厳密に選択する」という構成を省略して、情報管理装置１１００の構成
および動作をさらに簡略化することができる。
【０２８５】
　本実施形態において、患者情報取得部１０２０は、患者情報として、患者画像ではなく
、操作者Ｕが入力した情報、または、管理サーバ１００４にあらかじめ格納されている情
報を取得する。
【０２８６】
　本実施形態において、患者情報取得部１０２０が取得する患者情報は、これから聴診す
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る患者の向きは前面か背面かを示す情報、患者の何の病状を診察するのかを示す情報、患
者の既往歴、年齢、性別、身長、体重などである。
【０２８７】
　本実施形態において、聴診支援情報記憶部１０３０は、上述の患者情報（あるいは、患
者情報に基づいて特定された患者属性）に応じて、数パターンの聴診支援情報を記憶して
いる。
【０２８８】
　聴診支援情報選択部１０２１は、患者情報取得部１０２０によって取得された患者情報
または患者情報に基づいて特定した患者属性に合致した聴診支援情報を選択する。
【０２８９】
　出力制御部１０２２は、聴診支援情報選択部１０２１によって選択された聴診支援情報
を、投影部１０１４ではなく、自装置の表示部１０１２に出力する。例えば、出力制御部
１０２２は、図１２に示す聴診支援情報（Temp027およびTemp127）、投影画像１０４３、
ならびに、投影画像１０４４などを表示部１０１２に表示させるために、これらの映像信
号を生成し、表示部１０１２に出力する。
【０２９０】
　上記構成によれば、画像認識機能、および、プロジェクタ機能などの高負荷処理を省略
して、情報管理装置１１００の構成を簡素することができるとともに、上述の各実施形態
と略同様の効果を得ることが可能である。同様の効果とは、すなわち、煩雑な操作が必要
となる特殊な装置を用いずに、電子聴診器を用いた測定を操作者に行わせるとともに、採
取された生体音情報とその測定位置情報との紐付けを容易に行うことが可能となるという
効果である。
【０２９１】
　なお、上述の各実施形態では、本発明の情報管理装置１１００をスマートフォンに適用
した例について説明したが、本発明の情報管理装置１１００は、種々の情報処理装置にて
実現することが可能である。例えば、これには限定されないが、本発明の情報管理装置１
１００は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、デジタルテレビなどのＡＶ機器、ノートパ
ソコン、タブレットＰＣ、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、デジタル
カメラ、デジタルビデオカメラなどに適用可能である。
【０２９２】
　≪変形例≫
　上述の実施形態２－１～実施形態２－３における情報管理部１０２５は、電子聴診器１
００３が採取した生体音情報に、測定位置情報を関連付けるのに加えて、さらに、その場
で聴診を行った操作者Ｕが、その生体音情報に関連して入力した入力情報を関連付ける構
成であってもよい。
【０２９３】
　例えば、図８に示す聴診システム１２００において、操作者Ｕが電子聴診器１００３を
使って聴診支援情報にしたがって聴診を行うとする。操作者Ｕは、採取された生体音情報
をその場で聴いているので、その音についてある程度診断を行える場合も考えられる。
【０２９４】
　例えば、操作者Ｕは、気になる音（異常または異常の可能性がある音）が採取された場
合には、電子聴診器１００３または情報管理装置１１００を操作して、その採取された生
体音情報が気になる音を含んでいることを示すチェックを入れる。
【０２９５】
　イベント検知部１０２３が、取得された生体音情報について、チェックを入れる操作が
行われたことを検知した場合、情報管理部１０２５は、そのときに取得された生体音情報
に、気になる音であることを示す入力情報（フラグなど）を紐付けて生体音情報記憶部１
０３１に記憶する。
【０２９６】
　そして、遠隔地にいる医師Ｄが、管理サーバ１００４にアクセスして電子カルテに含ま
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れる生体音情報を再生する。このときに、管理サーバ１００４は、その生体音情報に紐付
けられている入力情報に基づいて、この音の採取を行った操作者Ｕが気になった音である
ことを示すマークを表示して、あるいは、その音の測定位置に目立つ色を付けたりして、
医師Ｄに提示することが可能となる。あるいは、管理サーバ１００４は、上記生体音情報
を再生する直前に、操作者Ｕが気になった音であることを示す警告音を出力してもよい。
【０２９７】
　上記構成によれば、医師Ｄが生体音情報を視聴するときに、医師Ｄに対して「気になる
音である」という注意喚起がなされる。これにより、医師Ｄは、より注意深くその生体音
情報を聴くという意識が働く。結果として、操作者Ｕの医学的経験が浅く最終的な診断を
遠隔地の医師Ｄが行うようなケースにおいて、最終的な診断を下す医師Ｄが異常を見落と
す確率を低減することが可能となる。
【０２９８】
　≪実施形態３≫
　本発明の他の実施形態について、図２５に基づいて説明すれば、以下のとおりである。
なお、説明の便宜上、上述の実施形態にて説明した図面と同じ機能を有する部材について
は、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【０２９９】
　〔背景技術と課題〕
　特許文献５には、医用画像を作成する際に、生体の所定部位が撮影された画像データを
取得した後、撮影された部位に対して生体音測定を行い、それらの結果を関連付けて、当
該医用画像を表示する医用画像表示システムが記載されている。
【０３００】
　しかしながら、上記従来の構成では、画像撮影は、生体音測定結果を活用することなく
実施されているために、異常のある特定部位に着目した画像撮影を行うことができないと
いう問題がある。また、生体音測定で特に問題が無い場合、結果的に生体にとって不必要
な画像撮影が実施されてしまうという問題がある。
【０３０１】
　そこで、本実施形態では、生体音測定を実施して得られた生体音測定結果を加味して、
医用画像撮影を実施するための測定システムについて説明する。
【０３０２】
　〔測定システムの概要〕
　図２５は、実施形態３に係る測定システム３６００の概要、および、測定システム３６
００を構成する画像撮像装置３００６の要部構成を示すブロック図である。
【０３０３】
　測定システム３６００は、少なくとも、電子聴診器１００３と、画像撮像装置３００６
とを含む。さらに、測定システム３６００は、必要に応じて、上述の聴診システム１２０
０（図８）を含んでいてもよい。すなわち、実施形態３における電子聴診器１００３およ
び画像撮像装置３００６は、必要に応じて、上述の実施形態２における、聴診システム１
２００内の各種装置と通信可能に接続し、連携して動作することが可能である。
【０３０４】
　電子聴診器１００３は、患者Ｐの生体音情報を採取するものである。本実施形態では、
電子聴診器１００３は、図８に示す聴診システム１２００の一部として機能する。
【０３０５】
　画像撮像装置３００６は、適宜の撮像部を用いて患者Ｐを撮像し、画像データを取得す
るものである。画像撮像装置３００６によって取得された画像データは、操作者Ｕ、また
は、医師Ｄによって、医用画像として利用される。
【０３０６】
　本実施形態では、画像撮像装置３００６は、図８に示す聴診システム１２００と連携し
ている。画像撮像装置３００６は、聴診システム１２００によって導出された患者Ｐの聴
診結果を加味して、当該患者Ｐにとって最適な画像撮像処理を取捨選択し実行することが
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できる。
【０３０７】
　〔画像撮像装置の構成〕
　画像撮像装置３００６は、図２５に示すとおり、聴診システム１２００の各装置との間
で情報の送受信を行う通信部３０１１、画像撮像装置３００６が処理する各種情報を記憶
するための記憶部３０１２、患者の撮影を実施する撮像部３０１３、および、画像撮像装
置３００６の各部を統括して制御する制御部３０１０を含む構成となっている。
【０３０８】
　通信部３０１１は、聴診システム１２００の各装置と通信し、聴診システム１２００に
よって導出された患者Ｐの聴診結果を受信するものである。
【０３０９】
　記憶部３０１２は、例えば、撮像部３０１３によって撮像された画像データを記憶した
り、通信部３０１１によって取得された解析結果情報ｄ１および部位情報ｄ２を記憶した
りする。
【０３１０】
　撮像部３０１３は、これには限定されないが、例えば、Ｘ線、ＣＴ（Computed Tomogra
phy）、ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging）、磁気計測、生体電気信号、超音波また
は光などの適宜の手段を用いて生体を撮像する。撮像部３０１３は、患者Ｐの所望の部位
を撮像するために、画像センサ部を適切な部位に配置する位置決め機構を含んでいてもよ
い。
【０３１１】
　制御部３０１０は、機能ブロックとして、聴診結果取得部３０２０、撮像部位特定部３
０２１、および、撮像制御部３０２２を含む。
【０３１２】
　聴診結果取得部３０２０は、通信部３０１１を制御して、情報管理装置１１００から聴
診結果を取得するものである。聴診結果取得部３０２０が取得する聴診結果は、少なくと
も２つの情報を含む。１つ目は、電子聴診器１００３によって採取された生体音情報の解
析結果を示す解析結果情報ｄ１である。２つ目は、上記生体音情報が採取された部位を示
す部位情報ｄ２である。具体的には、情報管理装置１１００が患者Ｐの生体音情報に基づ
いて判定した異常の有無と、上記生体音情報が採取された部位とを少なくとも含む聴診結
果を取得する。
【０３１３】
　ここで、解析結果情報ｄ１は、図示しない異常判定部（異常判定手段）２０００によっ
て判定された情報を含んでいてもよい。異常判定部２０００は、情報管理装置１１００に
含まれており、電子聴診器１００３と通信可能に接続されており、電子聴診器１００３か
ら生体音情報を受けて、この生体音情報が異常候補（異常音の可能性が高い音）であるか
否かを判定する判定処理を行う。つまり、情報管理装置１１００は、電子聴診器１００３
によって採取された生体音情報を解析する異常判定部２０００を備えていてもよい。ある
いは、異常判定部２０００は、上記聴診システム１２００を構成する、情報管理装置１１
００とは別の装置（図示せず）に含まれていてもよい。
【０３１４】
　また、異常判定部２０００は、周知の手法により生体音情報が異常候補か否かを判定す
る。周知の手法としては、生体音情報とサンプルデータとの比較によって判定を行う手法
が挙げられる。例えば、異常判定部２０００が、入力された生体音情報と各サンプルデー
タとを周知の波形マッチングによって類似度を求め、類似度が閾値以上になるようなサン
プルデータがあれば異常候補と判定し、そのようなサンプルデータが無ければ正常（異常
候補ではない）と判定するような処理が一例として挙げられる。
【０３１５】
　本実施形態では、画像撮像装置３００６は、実施形態２における情報管理装置１１００
と通信可能に接続されている。通信部３０１１を介して、聴診結果取得部３０２０は、異
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常判定部２０００の判定結果を解析結果情報ｄ１として取得する。
【０３１６】
　また、実施形態２の説明で述べたように、聴診システム１２００において生体音情報が
情報管理装置１１００または管理サーバ１００４によって保存、管理されており、生体音
情報に対して当該生体音情報が採取された部位を示す部位情報が関連付けられている。情
報管理装置１１００は、例えば、操作者Ｕが電子聴診器１００３を用いて患者Ｐから生体
音情報を採取する直前に、部位情報の入力を受け付ければよい。
【０３１７】
　ここで、部位情報とは、例えば図１３において丸印に付与された数字で表すことができ
る、患者Ｐの体表面上のどの部位から生体音が採取されたものであるのかを示す測定位置
情報である。当該部位情報が、上述のように情報管理装置１１００において生体音情報に
関連付けられて記憶されている。
【０３１８】
　情報管理装置１１００は、生体音情報に関連付けられた部位を、部位情報ｄ２として、
当該生体音情報の解析結果情報ｄ１とともに画像撮像装置３００６に送信する。
【０３１９】
　聴診結果取得部３０２０は、上述のようにして送信された聴診結果、すなわち、解析結
果情報ｄ１および部位情報ｄ２を取得する。聴診結果取得部３０２０によって取得された
聴診結果は、撮像部位特定部３０２１が撮像部位を特定するために利用される。
【０３２０】
　撮像部位特定部３０２１は、撮像部３０１３が撮像すべき生体の部位を特定するもので
ある。撮像部位特定部３０２１は、解析結果情報ｄ１によって異常または異常の可能性が
あると示唆された生体音情報が採取された位置を、撮像すべき部位として特定する。撮像
部位特定部３０２１は、撮像すべき部位を、解析結果情報ｄ１とともに取得された部位情
報ｄ２によって特定することができる。
【０３２１】
　例えば、実施形態２の情報管理装置１１００から取得された解析結果情報ｄ１が、上述
の周知の手法により判定された「正常でない（異常候補である）可能性がある」という判
定結果を含むとする。この場合、撮像部位特定部３０２１は、上記解析結果情報ｄ１とと
もに取得された部位情報ｄ２を参照して、撮像対象となる部位を特定する。例えば、部位
情報ｄ２が図１３において“３”の数字を示す場合には、撮像部位特定部３０２１は、当
該部位に異常の兆候が認められるので、“３”の数字が付与された丸印の部位（図１３参
照）を、撮像対象部位をとして特定する。
【０３２２】
　なお、撮像部位特定部３０２１は、撮像の要否を選択するだけではなく、より解像度の
高い精密な撮像を実施すべき部位を絞り込むために機能してもよい。例えば、撮像部位特
定部３０２１は、異常の兆候が認められた“３”の部位だけを他の部位の撮像方法とは異
なる設定で（例えば、高解像度で）撮像するように決定してもよい。
【０３２３】
　撮像制御部３０２２は、撮像部位特定部３０２１が特定した部位に基づいて、撮像部３
０１３に対して諸設定を行った上で、撮像部３０１３を制御して生体を撮像するものであ
る。すなわち、撮像制御部３０２２は、撮像部位特定部３０２１によって特定された部位
と、それ以外の部位とに対して、それぞれ異なる設定で（撮像の仕方で）画像撮像処理を
実行するものである。
【０３２４】
　例えば、撮像部位特定部３０２１によって特定された部位が上述の“３”の部位である
場合には、患者Ｐの“３”の部位が適正に撮影されるように、撮像部３０１３の位置決め
機構を制御して撮影を行う。あるいは、撮像制御部３０２２は、“３”の部位を撮像する
ときだけ、高解像度になるように撮像部３０１３に対して設定を行って、他の部位も含め
て一通り撮影を行ってもよい。
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【０３２５】
　撮像制御部３０２２の制御にしたがって撮像部３０１３が取得した画像データは、記憶
部３０１２に記憶される。ここで、撮像制御部３０２２は、取得された画像データに、対
応する解析結果情報ｄ１および部位情報ｄ２を関連付けて格納することが好ましい。例え
ば、撮像制御部３０２２は、撮像部３０１３が“３”の部位を撮像して得た画像データに
、「正常でない（異常候補である）可能性がある」を示す解析結果情報ｄ１と、“３”の
部位を示す部位情報ｄ２とを関連付けて記憶部３０１２に格納する。
【０３２６】
　なお、生体音情報を解析して疾患の判別まで行う機能を有する装置が聴診システム１２
００に含まれている場合には、解析結果情報ｄ１は、必要に応じて、疾患名の情報を含ん
でいても構わない。疾患名が画像撮像装置３００６に伝達されることによって、撮像制御
部３０２２は、取得された画像データに疑いのある疾患名を関連付けて、当該画像データ
を記憶部３０１２に記憶しておくことができる。このような画像データを、疾患名、音種
別判定結果とともに図示しない表示部に表示すれば、より詳細な情報を医師Ｄに提供する
ことが可能となる。
【０３２７】
　一方、異常判定部２０００が異常の有無だけでなく、異常の程度（レベル）も判定でき
る場合には、解析結果情報ｄ１として疾患名を画像撮像装置３００６に供給するよりも、
異常の程度（レベル）を供給する方がむしろ好ましい場合がある。本発明の画像撮像装置
３００６によれば、患者Ｐに対して画像撮像処理にかける部位を必要最小限に限定するこ
とが可能である。その際に、患者Ｐの異常のレベル（上述の異常判定部２０００の判定結
果）が解析結果情報ｄ１として画像撮像装置３００６に供給されれば、撮像部位特定部３
０２１は、異常のレベルに応じて、撮像部位をさらに詳細に特定することができるからで
ある。具体的には、撮像部位特定部３０２１は、異常のレベルに応じて、撮像対象エリア
サイズを指定することができる。不必要に大きなサイズで、医用画像を撮影することは避
けたいものの、患者Ｐを診断するのに医師Ｄにとって情報量が十分ではない画像サイズで
は意味がない。したがって、聴診結果として、異常の部位情報ｄ２を供給することに加え
て、異常のレベルを含む解析結果情報ｄ１を画像撮像装置３００６に対して出力すること
が望ましい。そして、画像撮像装置３００６の撮像部位特定部３０２１は、異常のレベル
に応じて、撮像対象エリアサイズを指定することが好ましい。
【０３２８】
　撮像制御部３０２２は、撮像部位特定部３０２１が指定するサイズにしたがって、撮像
部３０１３を制御して、適正な部位について、適正なサイズの医用画像を取得する。
【０３２９】
　従来、医用画像を撮影する際には、画像撮像装置３００６の操作者Ｕ（または医師Ｄ）
が、被測定者（患者Ｐ）に対して測定する部位を決め、その部位の測定ができるように画
像撮像装置３００６を操作する必要があった。本発明の測定システム３６００によれば、
撮像部位特定部３０２１によって特定された撮像対象部位と、決定された撮像対象エリア
サイズとに基づいて、撮像制御部３０２２が、撮像部３０１３を被測定者に対して適切な
場所に配置し、医用画像を撮影することができる。さらに、取得された画像データは、部
位情報ｄ２、および、解析結果情報ｄ１（異常の内容、異常のレベル）が関連付けられて
、記憶部３０１２に記憶され、医師Ｄによる診断のために医用画像として活用される。さ
らに、画像データに関連付けられた上述の付属の情報が管理されていることにより、初回
の診断以後に再度、同一の被測定者の撮影が必要になった場合に、参考情報として活用す
ることが可能である。これにより、以後の画像撮像処理における、測定精度を上げること
も可能である。例えば、初回に測定した医用画像が医師Ｄの期待する情報を有しない（解
像度が低い、撮像エリアが狭い、異常部位がずれて撮影されているなどの）場合がある。
その場合に、撮像部位特定部３０２１は、前回特定した、測定部位、解像度、撮像対象エ
リアサイズを変更し、医師Ｄが要求する情報が含まれた画像データが撮像されるように補
正するといった活用方法である。
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【０３３０】
　以上のように、本発明の測定システム３６００によれば、画像撮像装置３００６は、聴
診システム１２００によって出力された聴診結果を加味して、患者Ｐに対して画像撮像処
理にかける部位を必要最小限絞ることが可能である。すなわち、医師Ｄが診断できる程度
に適切であって、かつ、患者Ｐの負担を最小限に抑えることが可能な画像撮像装置３００
６および画像撮像方法が実現される。具体的には、撮像部位特定部３０２１が、聴診結果
に基づいて、異常（またはその可能性）が認められた部位に限定して、撮影することを決
定したり、その部位だけを高解像度で撮影することを決定したりすることができる。例え
ば、撮像部３０１３がＸ線によって撮影を行う機構である場合には、患者Ｐが受ける放射
線量を低減することが可能である。
【０３３１】
　なお、本実施形態において、上述の聴診システム１２００は、実施形態１における生体
音測定システム１００であってもよい。この場合、上述の電子聴診器１００３は、聴診器
１であってもよい。また、上述の情報管理装置１１００は、端末装置３０であってもよい
。
【０３３２】
　この場合、端末装置３０は、上述の異常判定部２０００を備えており、解析結果情報ｄ
１は、当該異常判定部２０００によって判定された情報を含んでいてもよい。また、部位
情報ｄ２は、聴診器１を介して入力された音声情報としての測定位置情報であってもよい
。そして、端末装置３０は、当該解析結果情報ｄ１および部位情報ｄ２を、画像撮像装置
３００６に供給すればよい。
【０３３３】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　最後に、上述した端末装置３０の各ブロック、特に主制御部３７は、ハードウェアロジ
ックによって構成してもよいし、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現し
てもよい。
【０３３４】
　また、情報管理装置１１００の各ブロック、特に、患者情報取得部１０２０、聴診支援
情報選択部１０２１、出力制御部１０２２、イベント検知部１０２３、生体音情報取得部
１０２４、情報管理部１０２５、および、測定位置情報生成部１０２６は、ハードウェア
ロジックによって構成してもよいし、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実
現してもよい。
【０３３５】
　また、画像撮像装置３００６の各ブロック、特に、聴診結果取得部３０２０、撮像部位
特定部３０２１、および、撮像制御部３０２２は、ハードウェアロジックによって構成し
てもよいし、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０３３６】
　すなわち、端末装置３０、情報管理装置１１００、および、画像撮像装置３００６は、
各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するＣＰＵ（central processing unit）
、上記プログラムを格納したＲＯＭ（read only memory）、上記プログラムを展開するＲ
ＡＭ（random access memory）、上記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の
記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現
するソフトウェアである端末装置３０、情報管理装置１１００、および、画像撮像装置３
００６のそれぞれの制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コー
ドプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を
、上記端末装置３０、情報管理装置１１００、および、画像撮像装置３００６のそれぞれ
に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプロ
グラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
【０３３７】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
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ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ（登録商
標）／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０３３８】
　また、端末装置３０、情報管理装置１１００、および、画像撮像装置３００６のそれぞ
れを通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコードを、通信ネットワーク
を介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限定されず、例えば、イ
ンターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴ
Ｖ通信網、仮想専用網（virtual private network）、電話回線網、移動体通信網、衛星
通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に
限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話
線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ（High Data Rate）、携帯電話網、衛星回線
、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコー
ドが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態
でも実現され得る。
【０３３９】
　≪その他の付記事項≫
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０３４０】
　≪まとめ≫
　本発明は、以下のようにも表現できる。
【０３４１】
　本発明の一実施形態に係る情報管理装置は、集音装置が取得した生体音情報と、当該生
体音情報の取得位置を示す位置情報とを取得する取得手段と、
　上記取得手段が取得した生体音情報と上記位置情報とを対応付ける対応付け手段とを備
え、
　上記取得手段は、上記集音装置に入力された音声としての上記位置情報を取得すること
を特徴としている。
【０３４２】
　上記の構成によれば、集音装置によって、生体音情報に加えて、当該生体音情報の取得
位置を示す位置情報がユーザの音声として取得される。取得手段は、これら生体音情報お
よび位置情報を取得する。対応付け手段は、取得手段が取得した生体音情報と位置情報と
を互いに対応付ける。
【０３４３】
　それゆえ、ユーザは、音声入力という簡単な方法により、位置情報を入力することがで
きるため、位置情報の入力にかかるユーザの負担を低減できる。また、位置情報を入力す
るための入力装置として、生体音情報を取得するための集音装置を利用することができ、
位置情報を入力するための入力装置を別途設ける必要性をなくすことができる。
【０３４４】
　上記位置情報は、上記生体音情報とともに同一の音情報として取得され、
　上記情報管理装置は、上記音情報から、上記位置情報と上記生体音情報とを抽出する抽
出手段をさらに備えることが好ましい。
【０３４５】
　上記の構成によれば、位置情報が生体音情報に重なった音として取得される場合でも、
抽出手段によって位置情報と生体音情報とを別々に抽出することができる。
【０３４６】
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　上記情報管理装置は、上記音声を音声認識する音声認識手段をさらに備え、
　上記対応付け手段は、上記生体音情報と、上記音声認識手段によって音声認識された位
置情報とを対応付けることが好ましい。
【０３４７】
　上記の構成によれば、音声として取得された位置情報は、音声認識手段によって音声認
識される。それゆえ、位置情報を文字または数字、もしくはその組み合わせとして取得す
ることができる。したがって、位置情報を音声として記憶する場合よりも、記憶容量を低
減することができる。また、位置情報を文字または数字として表示することが可能となり
、ユーザによる位置情報の確認を容易にすることができる。
【０３４８】
　上記情報管理装置は、上記音声認識手段によって音声認識された位置情報が示す位置が
、所定の位置と一致するかどうかを判定する判定手段と、
　上記位置情報が示す位置が、上記所定の位置と一致しないと上記判定手段が判定した場
合に、その旨を報知部に報知させる報知制御手段とをさらに備えることが好ましい。
【０３４９】
　上記情報管理装置は、上記位置情報が示す位置が、上記所定の位置と一致しない場合に
、その旨を報知する報知部をさらに備えることが好ましい。
【０３５０】
　上記の構成によれば、ユーザが音声入力した位置情報が、所定の位置と一致しない場合
に、その旨を報知することができ、正しい位置情報の入力をユーザに促すことができる。
【０３５１】
　上記情報管理装置は、測定対象となる生体における、上記集音装置を当接させる所定の
位置を示す表示部をさらに備えることが好ましい。
【０３５２】
　上記の構成によれば、予め定められた測定位置をユーザに示すことができる。
【０３５３】
　また、上記情報管理装置を動作させる情報管理プログラムであって、コンピュータを上
記各手段として機能させるための情報管理プログラム、および当該情報管理プログラムを
記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の技術的範囲に含まれる。
【０３５４】
　本発明の一実施形態に係る情報管理方法は、情報管理装置における情報管理方法であっ
て、
　集音装置が取得した生体音情報を取得する第１取得工程と、
　上記生体音情報の取得位置を示す位置情報を、上記集音装置に入力された音声として取
得する第２取得工程と、
　上記第１および第２取得工程において取得した生体音情報と上記位置情報とを対応付け
る対応付け工程とを含むことを特徴としている。
【０３５５】
　上記の構成によれば、第１取得工程において、集音装置が取得した生体音情報が取得さ
れ、第２取得工程において、生体音情報の取得位置を示す位置情報が取得される。第１取
得工程と第２取得工程との順序は限定されず、第２取得工程の後に第１取得工程が行われ
てもよい。第２取得工程で取得される位置情報は、集音装置を介して音声として入力され
たものである。
【０３５６】
　そして、対応付け工程において、生体音情報と位置情報とが対応付けられる。
【０３５７】
　それゆえ、ユーザは、音声入力という簡単な方法により、位置情報を入力することがで
きるため、位置情報の入力にかかるユーザの負担を低減できる。また、位置情報を入力す
るための入力装置として、生体音を取得する集音装置を利用することができ、位置情報を
入力するための入力装置を別途設ける必要性をなくすことができる。
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【０３５８】
　本発明の一実施形態に係る電子聴診器は、
　生体音を取得する第１集音部と、
　上記生体音を取得した取得位置を示す位置情報を音声情報として取得する第２集音部と
、
　上記第１集音部が取得した生体音と、上記第２集音部が取得した位置情報とを対応付け
る対応付け手段へ、上記生体音を示す生体音情報および上記位置情報を送信する送信部と
を備えることを特徴としている。
【０３５９】
　上記の構成によれば、第１集音部は、生体音を取得し、第２集音部は、生体音の取得位
置を示す位置情報をユーザの声による音声情報として取得する。第１集音部と第２集音部
とは、同一の集音部であってもよいし、互いに異なる集音部であってもよい。
【０３６０】
　送信部は、生体音を示す生体音情報および位置情報を対応付け手段へ送信する。この対
応付け手段によって、生体音とその位置情報とが対応付けられる。
【０３６１】
　それゆえ、ユーザは、音声入力という簡単な方法により、位置情報を入力することがで
きるため、位置情報の入力にかかるユーザの負担を低減できる。また、位置情報を入力す
るための入力装置として、生体音を取得する集音装置を利用することができ、位置情報を
入力するための入力装置を別途設ける必要性をなくすことができる。
【０３６２】
　また、上記第２集音部は、上記第１集音部とは異なる部材であり、音声の取得に適した
ものであってもよい。
【０３６３】
　上記の構成によれば、第２集音部は、音声の取得、すなわち、位置情報の取得に適した
構成を有している。それゆえ、位置情報を効率良く取得できる。
【０３６４】
　また、上記情報管理装置と、上記電子聴診器とを備える情報管理システムも本発明の技
術的範囲に含まれる。
【０３６５】
　本発明は、以下のようにも表現できる。
【０３６６】
　本発明に係る情報管理装置は、上記課題を解決するために、聴診器によって採取された
生体音情報を管理する情報管理装置において、生体音情報を採取される被験者の被験者情
報を取得する被験者情報取得手段と、聴診器を当てるべき測定位置を示す測定位置情報を
１以上含む聴診支援情報を、被験者情報ごとに複数パターン記憶する聴診支援情報記憶部
と、上記被験者情報取得手段によって取得された被験者情報に対応する聴診支援情報を上
記聴診支援情報記憶部から選択する聴診支援情報選択手段と、上記聴診支援情報選択手段
によって選択された聴診支援情報の測定位置情報を映像信号化して出力する出力制御手段
と、上記出力制御手段によって出力された測定位置情報のうちの１つを、上記聴診器から
採取された生体音情報に紐付ける情報管理手段とを備え、上記情報管理手段は、上記映像
信号出力中の特定のイベントの発生を契機に取得した補助情報に基づいて、１つの測定位
置情報を特定することを特徴としている。
【０３６７】
　上記構成によれば、被験者情報取得手段が取得した被験者情報に基づいて、聴診支援情
報記憶部は、被験者に合った聴診支援情報を選択することができる。聴診支援情報には、
聴診器を当てるべき測定位置を示す測定位置情報が含まれている。
【０３６８】
　出力制御手段は、被験者に合った聴診支援情報（特に、そこに含まれている測定位置情
報）を、映像信号として出力する。これにより、その被験者に関して、聴診器を当てるべ
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き測定位置が可視化される。ユーザは、可視化された測定位置情報を参考にしてその被験
者に合った聴診を行うことができる。
【０３６９】
　さらに、情報管理手段は、出力制御手段によって聴診支援情報が出力されているので、
その間は、その聴診支援情報にしたがって聴診が実施されているものと認識することがで
きる。つまり、聴診支援情報には測定位置情報が含まれているため、情報管理手段は、出
力されている聴診支援情報の測定位置情報のいずれかが示す位置で、上記生体音情報が採
取されていると判断することができる。加えて、情報管理手段は、上記聴診支援情報（映
像信号）出力中に発生する特定のイベントの発生をトリガとして、測定位置の特定に必要
な補助情報を取得することができる。
【０３７０】
　このため、情報管理手段は、聴診器から採取された生体音情報について、出力中の聴診
支援情報に含まれる測定位置情報と、取得した上記補助情報とに基づいて、その生体音情
報が採取されたのがどの測定位置なのかを特定することができる。
【０３７１】
　最後に、情報管理手段は、上記生体音情報に、特定した測定位置の測定位置情報を紐付
けることが可能となる。
【０３７２】
　出力制御手段は、ユーザに視認されるよう、被験者に合った聴診支援情報を映像信号と
して出力する。また、情報管理手段は、生体音情報と測定位置とを紐付ける際、必要とな
るのは、先に選択されている聴診支援情報と、特定のイベント発生を契機に情報管理手段
自身が取得できる補助情報だけである。
【０３７３】
　結果として、本発明の情報管理装置によれば、煩雑な操作が必要となる特殊な装置を用
いずに、聴診器を用いた測定を操作者に行わせるとともに、採取された生体音情報とその
測定位置情報との紐付けを容易に行うことが可能となる。
【０３７４】
　本発明の情報管理装置は、上記出力制御手段によって出力された上記映像信号を光学的
映像として、ユーザが視認可能なように投影する投影部を備えていることが好ましい。
【０３７５】
　さらに、上記情報管理装置において、上記聴診支援情報記憶部は、上記聴診支援情報を
、被験者の体格ごとに複数記憶するものであり、上記被験者情報取得手段は、撮像部が撮
像した上記被験者の被験者画像を取得し、上記聴診支援情報選択手段は、上記被験者画像
に基づいて被験者の体格を推定し、推定した体格に対応する聴診支援情報を選択すること
が好ましい。
【０３７６】
　上記構成によれば、ユーザは、最適な聴診支援情報を選択するために、複雑な入力操作
を行うことは不要となり、被験者を撮像部の撮影範囲内に収めるだけでよい。
【０３７７】
　さらに、ユーザは、投影された映像を視認することによって、被験者の体格に合わせて
、どの位置に聴診器を当てればよいのかを正確に把握することができる。
【０３７８】
　さらに、上記情報管理装置において、上記投影部から出力された光学的映像は、上記被
験者の体表面上に投影されることが好ましい。
【０３７９】
　上記構成によれば、ユーザは、被験者の体表面上に投影された測定位置情報によって、
直感的に測定位置を把握することができる。別の場所に測定位置情報を表示させる形態と
比較して、被験者の体表面上に投影させる形態によれば、ユーザが測定位置（あるいは、
測定の順番）を間違うという不都合を回避することが可能となる。よって、誤操作による
聴診の失敗を大幅に削減することができる。
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【０３８０】
　さらに、投影された聴診支援情報は、その被験者の体格に合っている情報であるため、
投影された測定位置は、その患者における聴診すべき箇所をより正確に再現できていると
いうことにもなる。
【０３８１】
　また、本発明の情報管理装置は、被験者の体格に合った測定位置情報を被験者の体表面
上に表示するので、ユーザは、被験者についてより適した測定位置を直感的に把握するこ
とができる。そのため、ユーザが医学の知識を有していない場合であっても、ユーザが正
しく聴診を行うことが可能になるというメリットもある。
【０３８２】
　あるいは、本発明の情報管理装置は、上記聴診支援情報において、測定位置情報ごとに
測定の順番を示す測定順番情報が付与されており、上記出力制御手段は、各測定位置情報
をそれぞれの測定順番情報とともに映像信号化し、上記情報管理手段は、上記聴診器から
上記生体音情報が受信されたことを契機に、上記映像信号が出力されてから上記生体音情
報が受信された回数を補助情報として取得し、上記回数と上記測定順番情報とに基づいて
、上記生体音情報に紐付ける１つの測定位置情報を特定してもよい。
【０３８３】
　上記構成によれば、情報管理手段は、出力制御手段によって聴診支援情報が出力されて
いるので、その間は、その聴診支援情報にしたがって聴診が実施されているものと認識す
ることができる。つまり、聴診支援情報には測定位置情報と測定順番情報とが含まれてい
るため、情報管理手段は、出力されている聴診支援情報の測定順番情報が示す順番どおり
に、各測定位置情報が示す位置にて、上記生体音情報が順次採取されると判断することが
できる。加えて、情報管理手段は、上記聴診支援情報（映像信号）出力中に上記生体音情
報が受信されたというイベントをトリガにして、測定位置の特定に必要な補助情報、すな
わち、生体音情報の受信回数（映像信号が出力されて以来、何個目に受信された生体音情
報か）を取得することができる。
【０３８４】
　情報管理手段は、受信回数と、聴診支援情報の測定順番情報とを参考にして、先ほど受
信した生体音情報が、何番目のどの測定位置情報についての生体音情報であるのかを特定
することができる。
【０３８５】
　あるいは、本発明の情報管理装置において、上記情報管理手段は、上記聴診器が生体音
情報の採取を開始したこと、または、採取中であることを契機に、撮像部が撮像した、聴
診器が当てられている上記被験者の被験者画像を補助情報として取得してもよい。
【０３８６】
　撮像部が撮像した被験者画像は、生体音情報が採取されているまさにそのときの様子（
聴診器の位置）を写す画像である。また、被験者画像は、測定位置を特定するために必要
な補助情報でもあるし、また、ユーザにとっては、測定位置を示す測定位置情報そのもの
であるとも言える。
【０３８７】
　情報管理手段は、このような被験者画像を生体音情報の管理に利用することができ、測
定位置と生体音情報との紐付けを容易に行うことが可能となる。
【０３８８】
　さらに、上記情報管理装置において、上記情報管理手段は、上記被験者画像を上記生体
音情報に紐付けてもよい。
【０３８９】
　上記構成によれば、情報管理手段は、測定位置を示す測定位置情報そのものである被験
者画像を、生体音情報に紐付けて管理することができる。
【０３９０】
　あるいは、上記情報管理手段は、上記被験者画像に写る聴診器の位置に基づいて、映像
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信号として出力中の聴診支援情報の中から、上記生体音情報に紐付ける１つの測定位置情
報を特定してもよい。
【０３９１】
　あるいは、上記情報管理手段は、上記被験者画像に写る聴診器の位置と、映像信号とし
て出力中の聴診支援情報とに基づいて測定位置を特定し、特定した測定位置を表す模型画
像を生成して、上記生体音情報に紐付けてもよい。
【０３９２】
　上記構成によれば、被験者画像を生体音情報とともに記憶せずとも、生体音情報を測定
位置と紐付けて管理することができる。
【０３９３】
　被験者の裸の写真や映像を撮影して紐付ける、すなわち、不揮発的に保存することは、
当該情報の機密性に鑑みても、また、撮影される被験者の心情を考慮しても容易にできる
ことではない。上記構成によれば、このような問題を解消することができる。
【０３９４】
　あるいは、本発明の情報管理装置は、上記出力制御手段によって出力された上記映像信
号を、ユーザが視認可能なように表示する表示部を備えていてもよい。
【０３９５】
　さらに、ユーザは、表示部に表示された映像を視認することによって、被験者のどの位
置に聴診器を当てればよいのかを把握することができる。
【０３９６】
　本発明に係る情報管理方法は、上記課題を解決するために、聴診器によって採取された
生体音情報を管理する情報管理方法であって、生体音情報を採取される被験者の被験者情
報を取得する被験者情報取得ステップと、聴診器を当てるべき測定位置を示す測定位置情
報を１以上含む聴診支援情報を、被験者情報ごとに複数パターン記憶する聴診支援情報記
憶部から、上記被験者情報取得ステップにて取得された被験者情報に対応する聴診支援情
報を選択する聴診支援情報選択ステップと、上記聴診支援情報選択ステップにて選択され
た聴診支援情報の測定位置情報を映像信号化して出力する出力制御ステップと、上記出力
制御ステップにて出力された測定位置情報のうちの１つを、上記聴診器から採取された生
体音情報に紐付ける情報管理ステップとを備え、上記情報管理ステップでは、上記映像信
号出力中の特定のイベントの発生を契機に取得した補助情報に基づいて、１つの測定位置
情報を特定することを特徴としている。
【０３９７】
　本発明の一態様に係る測定システムは、上記課題を解決するために、被測定者に対して
聴診を実施するための電子聴診器と、上述のいずれかの情報管理装置と、上記情報管理装
置によって出力された、上記電子聴診器を用いて実施された聴診の結果を示す聴診結果に
基づいて、上記被測定者に対して画像撮像処理を実施する画像撮像装置とを含み、上記情
報管理装置は、さらに、上記電子聴診器によって採取された生体音情報を解析する異常判
定手段を備え、上記画像撮像装置は、上記異常判定手段が上記生体音情報に基づいて判定
した異常の有無と、上記生体音情報が採取された部位とを少なくとも含む聴診結果を取得
する聴診結果取得手段と、上記聴診結果取得手段によって取得された聴診結果に基づいて
、異常が有ると判定された部位を特定する部位特定手段と、上記部位特定手段によって特
定された部位に対して、それ以外の部位に対する撮像とは異なる仕方で撮像を行い、上記
被測定者の画像データを取得する撮像制御手段とを備えていることを特徴としている。
【０３９８】
　上記構成によれば、画像撮像装置は、異常判定手段を備える情報管理装置によって出力
された聴診結果を活用して、画像撮像処理を実施することができる。すなわち、聴診音に
係る測定と、画像撮像に測定との連携が実現される。例えば、生体音情報に異常が認めら
れる特定の部位に着目した画像撮影を行うことができる。あるいは、例えば、聴診で特に
問題が無い場合、その部位に対して、不必要な画像撮影が実施されてしまうという不都合
が解消される。
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【０３９９】
　なお、上記情報管理装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コ
ンピュータを上記各手段として動作させることにより上記情報管理装置をコンピュータに
て実現させる情報管理装置の制御プログラム、および、それを記録したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【産業上の利用可能性】
【０４００】
　本発明では、集音装置が取得した生体音と、その生体音の取得位置とを対応付けて管理
することができ、聴診器、聴診器を用いた聴診結果を管理する情報管理装置に本発明を適
用することができる。
【０４０１】
　また、本発明の情報管理装置は、電子聴診器によって測定され、採取された生体音情報
と、そのとき測定が実施された生体の測定位置とを紐付けて管理することができる。よっ
て、測定位置を考慮して生体音情報を利用するシステムにおいて幅広く用いることが可能
である。特に、採取された生体音情報を、測定位置を考慮して聴取し、診療を行う聴診シ
ステムに好適に用いられる。
【符号の説明】
【０４０２】
　１　聴診器（集音装置、情報管理装置）
　２　チェストピース（集音装置）
２１　ダイアフラム面（第１集音部）
２２　振動センサ（第１集音部）
２３　マイクロフォン（第２集音部）
２５　通信部（送信部）
３０　端末装置（情報管理装置）
３１　通信部（受信部）
３２　情報分離部（抽出手段）
３３　音声認識部（音声認識手段）
３４　位置情報判定部（判定手段）
３５　情報管理部（対応付け手段）
３６　出力制御部（報知制御手段）
３７　主制御部（取得手段）
３８　格納部（記憶部）
３９　表示部（報知部）
４０　スピーカ（報知部）
５０　被験者（生体）
１００　生体音測定システム（情報管理システム）
１００１　診療現場
１００２　サポートセンター
１００３　電子聴診器（聴診器）
１００４　管理サーバ
１００５　通信網
１０１０　制御部
１０１１　入力部
１０１２　表示部
１０１３　操作部
１０１４　投影部
１０１５　通信部
１０１６　無線通信部
１０１７　撮像部
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１０１８　音声入力部
１０１９　記憶部
１０２０　患者情報取得部（被験者情報取得手段）
１０２１　聴診支援情報選択部（聴診支援情報選択手段）
１０２２　出力制御部（出力制御手段）
１０２３　イベント検知部（イベント検知手段）
１０２４　生体音情報取得部（生体音情報取得手段）
１０２５　情報管理部（情報管理手段／紐付け手段）
１０２６　測定位置情報生成部（測定位置情報生成手段／補助情報取得手段）
１０３０　聴診支援情報記憶部
１０３１　生体音情報記憶部
１０４０　患者画像（被験者画像）
１０４１　患者画像（被験者画像）
１０４３　投影画像
１０４４　投影画像
１０４５　患者画像（被験者画像）
１０４６　模型画像
１０５０　設置台
１０５１　操作ボタン
１０５２　表示部
１１００　情報管理装置
１２００　聴診システム
２０００　異常判定部（異常判定手段）
３００６　画像撮像装置
３０１０　制御部
３０１１　通信部
３０１２　記憶部
３０１３　撮像部
３０２０　聴診結果取得部（聴診結果取手段）
３０２１　撮像部位特定部（部位特定手段）
３０２２　撮像制御部（撮像制御手段）
３６００　測定システム
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